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第１部  平成２４年度からの相談支援事業の概要

  平成２４年４月１日から障害者自立支援法（現：障害者総合支援法）及び児童福

祉法の改正により、相談支援の充実・強化が図られ、相談支援事業が「計画相談支

援」「地域相談支援」「障害児相談支援」（これらと併せて「基本相談支援」を実施）

に再編されることとなりました。

このうち、サービス等利用計画の作成を担う「計画相談支援」、障害児の通所支援

利用計画作成を担う「障害児相談支援」を行う場合、事業所の所在地を管轄する区

市町村の指定を受けることが必要となります。

◆相談支援事業の制度体系

【障害者総合支援法】

【児童福祉法】

相談支援

特定相談支援

計画相談支援

サービス利用支援

継続サービス利用支援

基本相談支援

一般相談支援

地域相談支援

地域移行支援

地域定着支援

基本相談支援

障害児相談支援

障害児支援利用援助

継続障害児支援利用援助
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◆相談支援事業の制度内容

事業名 支援内容

基本相談支援
障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供、

助言等の支援を行います。

計画相談支援

（個別給付）

●サービス利用支援 

 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作

成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サー

ビス等利用計画の作成を行います。 

●継続サービス利用支援 

 支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリング）を行い、サー

ビス事業者等との連絡調整等を行います。 

地域相談支援

（個別給付）

●地域移行支援 

 障害者支援施設、精神科病院、矯正施設、児童福祉施設を利用する１８歳以

上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外

出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 

●地域定着支援 

 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保

し、緊急時には必要な支援を行います。 

障害児相談支援

（個別給付）

●障害児支援利用援助 

 障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、

支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援

利用計画の作成を行います。 

●継続障害児支援利用援助 

 支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリング）を行い、サー

ビス事業者等との連絡調整等を行います。 

※「基本相談支援」及び「計画相談支援」のいずれも行う事業を、「特定相談支援事業」という。

※「基本相談支援」及び「地域相談支援」のいずれも行う事業を、「一般相談支援事業」という。
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◆障害者・障害児が利用する相談支援事業の制度体系

障害者

基本相談支援

●指定特定相談支援事業者【区が指定】

●指定一般相談支援事業者【都が指定】が実施。

・障害者等からの相談を受ける。

計画相談支援

（個別給付）

●指定特定相談支援事業者【区が指定】が実施。

  ・サービス利用支援

  ・継続サービス利用支援

地域相談支援

（個別給付）

●指定一般相談支援事業者【都が指定】が実施。 

   ・地域移行支援（外出同行支援・入居支援等） 

   ・地域定着支援（２４時間相談支援体制等） 

障害児

基本相談支援

●指定特定相談支援事業者【区が指定】が実施。

●指定一般相談支援事業者【都が指定】が実施。

・障害児や保護者等からの相談を受ける。

計画相談支援

（個別給付）

●指定特定相談支援事業者【区が指定】が実施。

 ・サービス利用支援

 ・継続サービス利用支援

障害児相談支援

（個別給付）

●指定障害児相談支援事業者【区が指定】が実施。 

   ・障害児支援利用援助 

   ・継続障害児支援利用援助 

地域相談支援

（個別給付）

※地域移行支援のみ

●指定一般相談支援事業者【都が指定】が実施。 

   ・地域移行支援（外出同行支援・入居支援等） 

※障害児が、「計画相談支援」と「障害児相談支援」のどちらの支給決定となるかは、 

“第２部 １（２）障害児相談支援”に記載のあるとおりです。 
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（参考）計画相談支援に関する法の規定について

【サービス等利用計画案の提出】

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 22条第 4項

市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として厚生労働省令

で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第一項の申請に係る

障害者又は障害児の保護者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定

相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。

【サービス等利用計画案の提出対象】

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 12条

第 2項

（法第二十二条第四項 に規定する厚生労働省令で定める場合）

第十二条の二  法第二十二条第四項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害者

又は障害児の保護者が法第二十条第一項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者

が介護保険法第八条第二十三項 に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十八項

に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

【サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続き】

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 12条

第 3項

 （サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続）

  市町村は、法第 22条第 4項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求める

ときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第 22条第 1項の申請に係る障害者

又は障害児の保護者に対し通知するものとする。

1 法第22条第4項の規定に基づき支給決定を行うに当たって当該サービス等利用計

  画案を提出する必要がある旨

2 当該サービス等利用計画案の提出先及び提出期限

【セルフプランの提出】

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 22条第 5項

前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護

者は、厚生労働省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて厚生労働

省令で定めるサービス等利用計画を提出することができる。

【セルフプランとする場合の要件】

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 12条

第 4項

（法第 22条第 5項に規定する厚生労働省令で定める場合）
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法第 22条第 5項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相

談支援事業者がいない場合又は法第 20条第 1項の申請に係る障害者又は障害児の保

護者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。

【セルフプランの作成者要件】

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

第 12条第 5項

（法第 22条第 5項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案）

 法第 22条第 5項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案は、指定

特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

【サービス等利用計画案及びセルフプラン支給決定】

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 22条第 6項

市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第 1項の厚生

労働省令で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給要否決定を行  

うものとする。

【サービス等利用計画案の提出に関する経過措置】

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則附則

第 5条

（サービス等利用計画案の提出に関する経過措置）

 平成 27年 3月 31日までの間は、第 12条の 2及び第 34条の 36の規定の適用につ

いては、これらの規定中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であって

市町村が必要と認めるとき」とする。
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第２部 計画相談支援事業・障害児相談支援事業

１ 計画相談支援・障害児相談支援について（区が事業者指定を担当）

（１）計画相談支援（障害者総合支援法） 

 【支援内容】 

   障害者（児）からの相談に応じ必要な便宜を供与するほか、障害者（児）が障害 

福祉サービスや地域相談支援を利用する前にサービス等利用計画を作成し、サー 

ビス利用開始後一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 

【対象者】 

 障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保 

護者又は地域相談支援の申請に係る障害者 

（２）障害児相談支援（児童福祉法） 

 【支援内容】 

   障害児が障害児通所支援（放課後等デイサービス等）を利用する前に障害児支 

  援利用計画を作成し、通所支援開始後一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援 

  を行います。 

【対象者】 

  障害児通所支援の通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の保護 

 者 

※障害児が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスと児童福祉法に基づく障 

害児通所支援の両方を利用する場合、計画相談支援及び障害児相談支援の両方の対 

象となります。 

ただし、報酬は、障害児相談支援給付費のみ支給する扱いとされているため、こ 

の場合は、障害児相談支援の区分で計画を作成します。 
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◆利用するサービスと対象となる相談支援の区分 

利用するサービス 計画相談支援 障害児相談支援 

障
害
者

障害福祉サービスのみ ○ × 

地域相談支援のみ ○ × 

地域生活支援事業のみ × × 

障害福祉サービス及び地域生活支援事業 ○ × 

地域相談支援及び地域生活支援事業 ○ × 

障害福祉サービス及び介護保険制度のサービス   △（※） × 

障
害
児

障害福祉サービスのみ ○ × 

障害児通所支援のみ × ○ 

障害児入所支援のみ × × 

地域生活支援事業のみ × × 

障害福祉サービス及び障害児通所支援 × ○ 

障害福祉サービス及び地域生活支援事業 ○ × 

障害児通所支援及び地域生活支援事業 × ○ 

※△について

介護保険制度のサービスを利用する場合については、居宅サービス計画又は介護予防

サービス計画（ケアプラン）の作成対象者なります。

障害福祉サービス固有のものと認められる行動援護、同行援護、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援等の利用を希望する場合であって、区市町村がサービス等

利用計画案の作成が必要と認める場合には、計画案の作成を依頼します。

※介護保険みなし２号の方のサービス等利用計画作成の取扱いについて

P35～36を参照ください。
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２ 計画相談支援・障害児相談支援利用の流れ

●計画相談支援サービス提供までの流れ

利用者
相談支援
事業所

サービス
提供事業所

1 申請
●【①申請書】記入
●区に提出

【①申請書】受理
障害支援区分
認定調査

勘案事項調査

審査会

3
相談支援
事業所と
の契約

●選択した相談支援
事業所に、【②サービ
ス等利用計画案・障
害児支援利用計画案
提出依頼書】を提出

●契約締結

利用者に対し、【②サー
ビス等利用計画案・障害
児支援利用計画案提出
依頼書】を交付

区分認定

●【②サービス等利用計画案・障
害児支援利用計画案提出依頼
書】を受理

●利用者と契約締結

4
計画案の
作成

【③認定通知書】を相
談支援事業者に提示

【③認定通知
書】を利用者
に郵送

●利用者を訪問し、アセスメント
【⑥-4アセスメント表】
●計画案を作成

5
区に必要
書類提出

【④計画相談支援依頼届出書】、
【⑤計画相談支援給付費支給申
請書】、【⑥計画案等】、【⑦利用者
負担上限額管理事務依頼（変更）
届出書】を区に提出

6 判定会議 必要に応じて判定会議出席

7
支給決定
※１

サービス提供事業所
と契約締結

利用者と契約締結

8

サービス
担当者会
議

※２

●担当者会議開催の調整
⇒欠席者に、【⑪サービス担当者
に対する照会内容】を送付
●担当者会議の記録作成
【⑫サービス担当者会議　記録（保
存用）〔標準様式〕】を区に提出
●【⑬-1確定プラン】作成

担当者会議出席

9
確定プラン
の提出

区に【⑬-1確定プラン】の提出
※３

10
サービス
提供
※４

●【⑭個別支援計画】の
作成
●サービス提供

11
モニタリン
グ

●サービス提供開始月の翌月か
ら毎月３カ月、その後は利用者の
状況に応じ期間を定め行う。
●【⑮モニタリング報告書】を作成
し区に提出

訓練等給付を利用の場
合、暫定支給終了後、

【⑯個別支援計画並び
にセスメント票（事業所
様式）】を区と相談支援

事業所に提出

12

継続サー
ビス利用
計画の提
出

【⑰継続サービス等利用計画】を
区に提出

訓練等給付を利用の場
合、【⑰継続サービス等
利用計画】作成の前に

【⑯個別支援計画並び
にセスメント票（事業所
様式）】を区と相談支援

事業所に提出

計画相談支援サービス提供までの流れ

【⑥計画案等】、【⑧勘案事項整理票】、
【⑨支給量計算シート】を基に判定会議

【⑩受給者証、計画相談支援給付費・障害児相

談支援給付費支給（却下）通知）、支給（給
付）決定通知書】交付

必要に応じて担当者会議出席

2
相談事業
所選択

区から提示された相
談支援事業所リストを
参考に、事業所を選
択

●サービス利用にあた
り、ケアプランの提出が必
要であることを説明

●相談支援事業所リスト
を本人に提示

【⑮モニタリング報告書】受理

区

◆表中の【○数字 】は別紙書類一覧（Ｐ．９）の通し番号であり、手順等ではありません。

※１…訓練等給付費については、P11【訓練等給付費に係る手続き】参照
※２…サービス担当者会議開催については、Ｐ13【サービス担当者会議開催の流れ】参照
※３…計画案と変更がなければ省略可（提出済の計画案の「案」を取る）
※４…支給量変更の場合、【⑮モニタリング報告書】、【⑥-2サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案】、【⑥-3週間計画表】【⑱支
給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書】を作成し区担当者に相談

業務の流れ

【⑰継続サービス等利用計画】受理
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●特定相談支援事業・障害児相談支援事業に係る書類一覧

計画相談支援事業・障害児相談支援事業に係る書類一覧

書類
番号

利用者 区
相談支援
事業所

サービス提供
事業所

① ○ ○ ○

交付 ○ ○

提出 ○ ○

③ ○ ○

④ ○ ○

⑤ ○ ○ ○

⑥-1 ○ ○

○

○

○

○

⑥-4 アセスメント評価シート ○ ○

⑦
利用者負担上限額管理事
務依頼（変更）届出書

○

⑧ ○

⑨ ○

交付 ○ ○

○

○

⑪ ○ ○ ○

⑫ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

⑮ ○ ○

○

○

○

○

⑱ ○ ○

書類名称

支給申請書兼利用者負担額減額・
免除等申請書

②
サービス等利用計画案・障
害児支援利用計画案提出

依頼書

認定通知

計画相談支援依頼（変更）届出書

計画相談支援給付費・障害児相談
支援給付費支給申請書

基本情報

⑥-2
サービス等利用計画案・障害児支援
利用計画案(1-1)

○

サービス担当者会議　記録
（保存用）〔標準様式〕

⑥-3
サービス等利用計画案・障害児支援
利用計画案【週間計画表】(1-2)

○

勘案事項整理票

支給量計算シート

⑩

受給者証等
（受給者証、計画相談支援
給付費・障害児相談支援給
付費支給（却下）通知、支給
（給付）決定通知書）

提示 ○

サービス担当者に対する照会内容

⑬-1
サービス等利用計画・障害児支援利
用計画

○

⑬-2
サービス等利用計画・障害児支援利
用計画(週間)

○

⑭ 個別支援計画 ○

モニタリング報告書（継続サービス等
利用支援・継続障害児支援利用援
助）

⑯

個別支援計画並びに暫定支給決定
期間内に実施したアセスメント票（事
業所様式）
※標準利用期間を超えて利用決定
する場合『訓練等給付における標準
利用期間を超える支給決定にかかる
意見書』

○

⑰
継続サービス等利用計画・継続障害
児支援利用計画【週間計画表】

○ ○

支給変更申請書兼利用者負担額減
額・免除等変更申請書
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◎支給決定プロセスの各段階で区に提出する「サービス等利用計画」の様式 

支給決定プロセス   「サービス等利用計画」の様式 

様式

6-1 

様式

6-2 

様式

6 

様式

6別 

様式

7-1 

様式

7-2 

様式

8-1 

様式

8-2 

標準 

様式 

サ

｜

ビ

ス

等

利

用

計

画

案 

・ 

障

害

児

支

援

利

用

計

画

案 

サ

｜

ビ

ス

等

利

用

計

画

案 

・ 

障

害

児

支

援

利

用

計

画

案 

週

間

計

画

表

申

請

者

の

現

状 

基

本

情

報 

ア

セ

ス

メ

ン

ト

評

価

シ

｜

ト 

サ

｜

ビ

ス

等

利

用

計

画 

・ 

障

害

児

支

援

利

用

計

画

サ

｜

ビ

ス

等

利

用

計

画 

・ 

障

害

児

支

援

利

用

計

画 

週

間

計

画

表

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

報

告

書 

継

続

サ

｜

ビ

ス

等

利

用

計

画 

・ 

継

続

障

害

児

支

援

利

用

計

画 

週

間

計

画

表

サ

｜

ビ

ス

担

当

者

会

議 

記

録 

①支給決定前 ● ● ● ●      

②支給決定後     ● ●   ● 

③

モ

ニ

タ

リ

ン

グ 

障害福祉サービスの種類や量

が変更になる場合 
● ● ○ ○   ● ● ● 

曜日や時間帯のみが変更にな

る場合 
      ● ●  

事業所が変更になる場合       ● ● ● 

相談支援事業支給期間内のモ

ニタリングで、特に変更がな

い場合 

      ●   

相談支援事業支給更新で、特

に変更はない場合 
● ●     ●  ● 

●…必須提出 ○…内容や様式の該当項目に変更がある場合 
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暫定支給 支給決定 標準利用

【2ヶ月】※１ 期間 期間

 ※最大１年間の更新が可能（原則１回）

審査会：無

判定会議：無

必要最小限の有効期間で更新し、でき

るだけ早期に本来の地域移行ができる

通過型【精神】更新は２回まで（GH利用

審査会：入浴・排泄・食事等

の介護提供希望の場合…有

（区分が必要なため）

判定会議…無

… 事業所が作成
… 事業所が作成

… 共同生活援助（外部サービス利用型）利用者で受託居宅介護サービスの提供を希望する場合
… 共同生活援助（外部サービス利用型）利用者で受託居宅介護サービスの提供を希望する場合

新規利用時の審査会・

　　判定会議の必要性

通常更新時の審査会・

　　判定会議の必要性

判定会議：無
１年６ヶ月

審査会及び判定会議

※最大１年間の更新が可能（原則１回）

標準利用期間を超えて

支給決定する場合
備考

要（※） １年
審査会：無

　　　　　　平成３０年４月１日より適用

… 事業所が作成
… 事業所が作成

　⑥訓練等給付における標準利用期間を超える支給決定にかかる意見書【北区様式】　　　… 事業所が作成

※１　　暫定期間終了後、個別支援計画並びに暫定支給決定期間内に実施したアセスメント票（事業所様式、当該計画に基づく支援実績及びその評価結果を含む）を通所事業より提出してもらう。

訓練等給付費に係る手続き

①訓練等給付評価票【北区様式】

共同生活援助（外部サービス利用型）

（地域移行型ホーム）
不要 ２年 原則２年間 審査会及び判定会議

　【標準利用期間を超えて利用決定する場合】

　【更新時の書類】

審査会での意見聴取を行い、判定会議に諮る
 【審査会への提出資料】
　①訓練等給付評価票【北区様式】
　②個別支援計画【事業所の様式】

②個別支援計画【事業所の様式】
③勘案事項整理票
④受託居宅介護サービス支給量計算シート
⑤受託居宅介護サービス支給量確認計算シート

　③勘案事項整理票
　④受託居宅介護サービス支給量計算シート
　⑤受託居宅介護サービス支給量確認計算シート

… 共同生活援助（外部サービス利用型）利用者で受託居宅介護サービスの提供を希望する場合
… 共同生活援助（外部サービス利用型）利用者で受託居宅介護サービスの提供を希望する場合

サービス種類

審査会：無

判定会議：無
不要

３年

又は５年

1 自立訓練（機能訓練）
審査会：無

判定会議：無

自立訓練（生活訓練）2
審査会：無

判定会議：　無
要（※） １年

4 就労移行支援（養成施設）

3 就労移行支援 要 １年

※基準該当自立訓練及び共生型自立訓練

の利用者は、暫定支給決定は不要

※基準該当自立訓練及び共生型自立訓練

の利用者は、暫定支給決定は不要

審査会：無

判定会議：　無 利用が必要と認められる場合は再度の

【留意事項】本人が利用を希望し、その

支給決定は可能

※地域定着支援との併給不可

２年（＊）

　（＊）長期入院又は入所していた者に

ついては３年間

【精神】利用者負担の適用期間は支給

決定期間と合わせる

審査会及び判定会議

6

審査会：受託居宅介護サー

ビスの提供を希望する場合

…有（区分が必要なため）

判定会議：審査会が有の

場合…有

5 宿泊型自立訓練
審査会：無

判定会議：無

よう必要な調整を行う

養成課程の年数（３年又は５年）に応じ

て設定

【精神】利用者負担の適用期間は支給

決定期間と合わせる

審査会及び判定会議
※最大１年間の更新が可能（原則１回）

審査会及び判定会議要 １年

２年（長期入

院していた又

はこれに類

する事由の

ある障害者

にあっては３
年間）

３年

又は５年

審査会及び判定会議

※最大１年間の更新が可能（原則１回）

【留意事項】本人が利用を希望し、その

利用が必要と認められる場合は再度の

支給決定は可能
※地域定着支援との併給不可

要件：就労を希望する６５歳未満又は

６５歳の方であって、６５歳に達する前５年間

（入院その他やむを得ない事由により障害福

祉サービスに係る支給決定を受けていな

かった期間を除く。）引き続き障害福祉サー
ビスの支給決定を受けていて、６５歳に達す

る前日において就労移行支援の支給決定を

受けていた方に限る。

２年

※身体障害者にあっては、６５歳未満の者又

は６５歳に達する日の前日までに障害福祉

サービス若しくはこれに準ずるものを利用し
たことがある者に限る。

必要最小限の有効期間で更新し、でき

るだけ早期に本来の地域移行ができる

よう必要な調整を行う。

※身体障害者にあっては、６５歳未満の者又

は６５歳に達する日の前日までに障害福祉
サービス若しくはこれに準ずるものを利用し

たことがある者に限る。

審査会：受託居宅介護サー

ビスの提供を希望する場合

…有（区分が必要なため）

判定会議：支給時間内で

あれば無　超える場合…有

（区分4以上でセルフプラン

（区分が必要なため）

判定会議…無

不要 ２年 原則２年間

通過型：３年

の支給決定期

間終了後も更

新が必要な場

合は判定会議

に諮る

判定会議

は５年間）

滞在型は更新時の書類①②は必要なし

判定会議…無

※身体障害者にあっては、６５歳未満の者又

は６５歳に達する日の前日までに障害福祉

サービス若しくはこれに準ずるものを利用し

たことがある者に限る。

※身体障害者にあっては、６５歳未満の者又

は６５歳に達する日の前日までに障害福祉

サービス若しくはこれに準ずるものを利用し

たことがある者に限る。

審査会及び判定会議7
共同生活援助（介護サービス包括型）

（地域移行型ホーム）

審査会：入浴・排泄・食事等

の介護提供希望の場合…有

３年

審査会：受託居宅介護サー

ビスの提供を希望する場合

…有（区分が必要なため）

判定会議：支給時間内で

あれば無　超える場合…有

（区分4以上でセルフプラン

の場合は審査会も有）

不要

の場合は審査会も有）

8
共同生活援助（外部サービス利用型）

（通過型・滞在型）

不要 ３年

9 不要 ３年

審査会：入浴・排泄・食事等

の介護提供希望の場合…有

（区分が必要なため）

判定会議…無

共同生活援助（介護サービス包括型）

審査会：入浴・排泄・食事等

の介護提供希望の場合…有

（区分が必要なため）

共同生活援助（サテライト型住居・外部

サービス利用型）
10

共同生活援助（サテライト型住居）

審査会：受託居宅介護サー

３年 原則３年間 審査会及び判定会議

ビスの提供を希望する場合

…有（区分が必要なため）

判定会議：支給時間内で

あれば無　超える場合…有

（区分4以上でセルフプラン

の場合は審査会も有）

審査会：無

判定会議：　無

審査会：無

判定会議：　無

11

単身生活への移行が見込まれる場合等につ

き更新可能

サテライト型住居の利用継続の必要性が認

められない場合、サテライト型住居以外の共

同成果援助の提供は可能

※身体障害者にあっては、６５歳未満の者又

は６５歳に達する日の前日までに障害福祉

サービス若しくはこれに準ずるものを利用し

たことがある者に限る。

※指定共同生活援助事業者が設置するサ
テライト型住居の入居者についても個人単

位で居宅介護又は重度訪問介護の利用が

可能

サテライト型住居の体験利用も同様

※身体障害者にあっては、６５歳未満の者又

は６５歳に達する日の前日までに障害福祉

サービス若しくはこれに準ずるものを利用し

たことがある者に限る。

サテライト型住居の利用継続の必要性が認

められない場合、サテライト型住居以外の共
同成果援助の提供は可能

単身生活への移行が見込まれる場合等につ

き更新可能

原則３年間 審査会及び判定会議

不要
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暫定支給 支給決定 標準利用

【2ヶ月】※１ 期間 期間

不要 ３年

判定会議：無

就労定着支援
審査会：無
判定会議：無

不要

３年

※就労定着支援および地域定着支援と
の併給は不可。

要件：企業等での就労が困難な方で、雇用

継続に基づき継続的就労が可能な
６５歳未満又は６５歳以上の方であって、６５
歳に達する前５年間（入院その他やむを得な
い事由により障害福祉サービスに係る支給
決定を受けていなかった期間を除く。）引き
続き障害福祉サービスの支給決定を受けて
いて、６５歳に達する前日において就労継続
Ａ型を受けていた方に限る。

16

(*)3年間超えて更新は不可

要件：生活介護・自立訓練・就労移行支援又
は就労継続支援の利用後、通常の事業所に
新たに雇用された障害のある方で、就労継

続期間が６月を経過した方。
※自立生活援助・自立訓練（生活訓練）
の併給は不可。

要件：障害者支援施設、共同生活援助等を
利用していた方や、又は居宅において単身
であるため若しくはその家族と同居している
場合であっても、当該家族等が障害や疾病
等のため居宅における自立した日常生活を
営む上での各般の問題に対する支援が見

込めない状況にある障害のある方

14 ３年就労継続支援Ｂ型
審査会：無

不要
判定会議：無

15 １年
３年
(*)

自立生活援助
審査会：無
判定会議：無

不要 １年

就労継続支援Ａ型

新規利用時の審査会・

　　判定会議の必要性

通常更新時の審査会・

　　判定会議の必要性

標準利用期間を超えて

支給決定する場合
備考サービス種類

12 共同生活援助（日中サービス支援型）

審査会：無
判定会議：無

要

原則１年間 審査会及び判定会

13

要件：地域で共同生活を営むことができる障
害のある方で重度の障害のため常時の支援
が必要な方。

なお、本人の意向等を勘案した上で日中活
動に係る障害福祉サービスを併せて支給決
定することが可能。

※身体障害者にあっては、６５歳未満の者又
は６５歳に達する日の前日までに障害福祉
サービス若しくはこれに準ずるものを利用し
たことがある者に限る。

審査会：無
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指定特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所 障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所

相談支援専門員 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者

①担当者会議への出席依頼

※サービス管理責任者若しくは児童発達支援責任者
　が、会議に出席不可の場合
⇒【サービス担当者に対する照会(依頼)内容】
　　で、意見照会（会議開催日当日までに）

サービス管理責任者若しくは児童発達支援管理責任者
　が出席不可の場合、代理者が出席

②必要に応じて、
サービス担当者会議
へ出席

②必要に応じて、
サービス担当者会議
へ出席

②サービス担当者会議の開催 ②サービス担当者会議へ出席

　　出席した場合 　　出席した場合 【計画案】について説明

　【計画案】について、
　　専門的な見地から意見を述べる。

③サービス担当者会議の記録作成
（別紙【サービス担当者会議　記録（保存用）〔標準
様式〕】等を用いて）

④計画案の修正
（サービス担当者会議の内容を踏まえて）

⑤計画案（サービス担当者会議の内容を反映）について説明

【計画案】の確認。
　同意。

⑥利用者の同意を得て、
【計画案】⇒【確定プラン】に。

⑦【確定プラン】
　【サービス担当者会議　記録（保存用）〔標準様
式〕】
　　を北区担当者に提出

※サービス管理責任者（障害福祉サービス）・児童発達支援管理責任者（障害児通所支援）

　障害福祉サービス・障害児通所支援の提供に係る管理を行う者。障害者・障害児の個別支援計画の策定・評価、サービス・通所支援提供プロセスの全体を管理する。

利用者
（利用者の保護者）

区

サービス担当者会議開催の流れ

-
1
3
-



参考                           

サービス担当者会議の開催について 

サービス担当者会議は、計画相談支援及び障害児相談支援を実施するにあた

り、開催が義務付けられています。そして、各障害福祉サービス、障害児通所

支援の事業所に対して計画の内容について説明をし、各事業所の専門的な見地

から、意見を求めなければならない、とされています。 

受給者が利用する、各障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所の「サ

ービス管理責任者」、「児童発達支援管理責任者」に、会議への出席を依頼し、

会議を開催します。 

「サービス管理責任者」、「児童発達支援管理責任者」の出席が難しい場合は、

各事業所において代理者（直接の支援に当たる職員等）の出席を依頼します。

各事業所における担当者の出席が不可能な場合は（もしくは、代理者出席の場

合）、その事業所の「サービス管理責任者」「児童発達支援管理責任者」に対し

て、別紙「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」を用いて、会議開催日まで

に、計画に関して意見の照会をします。後日、相談支援専門員から利用者に計

画の内容について説明し、同意を得ます。 

各相談支援事業所は、会議を開催後、記録（別紙「サービス担当者会議の 

要点」等を用いて）を作成します。また、「サービス担当者会議の要点」の写 

しを、サービス等利用計画、障害児支援利用計画（確定プラン）と一緒に、北

区の各障害相談係担当まで提出します。 

※必要に応じて、区担当職員もサービス担当者会議に出席します 

※必要に応じて、利用者本人もサービス担当者会議に出席します。 

（利用者本人から出席の希望があった場合や、相談支援専門員、サービス管 

理責任者等が、利用者が出席することが望ましい、と判断する場合。個別の 

案件ごとに、柔軟に対応してください。） 
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３ モニタリング（継続サービス利用支援）の標準期間 

（１）支給決定又は支給決定の変更により、サービスの種類、内容、量に著しく変動

があった者。 

⇒１月ごと（毎月実施） 

   ※ただし、支給決定又は支給決定の変更の障害福祉サービスの利用開始から３月 

間に限る。 

（２）療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを

利用する者又は地域定着支援を利用する者のうち、次にあげる者 

① 障害者支援施設からの退所等により、一定期間集中的に支援を必要とする者。 

② 単身世帯に属する又は同居家族の障害、疾病等のため、自ら障害福祉サービス

事業者等と連絡調整を行うことが困難な者。 

③ 重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者 

⇒１月ごと（毎月実施） 

④ 居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、自

立訓練、就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活援助を利

用する者 

⇒３月ごと 

⑤ 65歳以上の者で介護保険におけるケアマネジメントを受けていない者 

⇒３月ごと 

⑥ ①～⑤以外の者（生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活

援助（介護サービス包括型、外部サービス利用型）を利用する者 

⇒６月ごと 

（３）療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援を利用する者（（１）及び（４）

にあげる者を除く） 

⇒６月ごと 

（４）地域移行支援、地域定着支援を利用する者（（１）及び（２）にあげる者を除く） 

⇒６月ごと 

※（３）の利用者及び（２）の④のうち就労定着支援、自立生活援助、日中サ

ービス支援型共同生活援助を利用する者（新サービス利用者）は平成３０年

度から、前述の新サービス利用者以外の（２）の④の利用者は平成３１年度

から上記モニタリング期間を適用します。

※ただし、すでに計画作成済の者については、従前のモニタリング期間を適用

し、計画再作成（又は変更）を行う際に上記モニタリング期間を適用してく

ださい。
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※これらは、「標準」であり、対象者の状況により「２、３カ月ごと」や、在宅の対象

者を「１年ごと」にする等、柔軟に設定することが可能です。 

また、モニタリング期間の設定は、特定相談支援事業者の提案を踏まえて、区市町村

が個別の対象者ごとに設定します。 

≪事例その１【計画相談支援】≫ 

・生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必 

要である者 

  ・利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者 

≪事例その２【障害児相談支援】≫ 

   ・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者 

   ・就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある 

保護者 

※モニタリング月に利用者が一時的に入院している場合も、モニタリングは実施します。 

（参考）モニタリング期間設定の考え方   

 （１）継続サービス利用支援の開始月 

障害福祉サービス、地域相談支援の支給決定の終期月に継続サービス利用支援

を実施することを前提に、モニタリング期間を勘案して継続サービス利用支援

の開始月を設定します。 

（２）継続サービス利用支援の終期月 

    計画相談支援の支給期間の終期月（障害福祉サービスの支給決定又は地域相談

支援の有効期間の終期月）と同じです。 

（参考） サービス支給決定期間、利用者負担認定期間、障害支援区分認定期間の調整 

（１）訓練等給付のみの受給者 

訓練等給付の支給決定期間の終期は、利用者負担認定期間と一致しています。 

そのため、期間調整の必要はありません。 

計画相談支援の支給決定期間の終期は、訓練等給付の終期となります。 

（２）介護給付、訓練等給付を併給する受給者    

介護給付の支給決定期間の終期は、利用者負担認定期間、障害支援区分認定

期間の終期と一致しています。 

一方、訓練等給付の支給決定期間の終期がこれらの期間と一致していない場

合、今後の支給決定期間更新の際、介護給付の支給決定期間にそろえるよう、

調整していきます。
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●･･･サービス利用支援 ■･･･継続サービス利用支援（報酬算定あり） □･･･継続サービス利用支援（報酬算定なし）

例１） 障害福祉サービスを新規決定する受給者の場合（計画相談支援も新規決定）
※サービス利用支援（計画作成）を、H26.3月に実施するケース。

H26.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H27.1 2 3 4
障害福祉サービスの支給決定期間

計画相談支援の支給決定期間

サービス利用支援の実施月 ● ●

継続サービス利用支援の実施月 ■ ■ ■ ■ □

開始月 終期月

例２） 障害福祉サービスを更新する受給者の場合（既に計画相談支援の決定あり）
※障害福祉サービス、計画相談支援が既に支給されているケース。

H26.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H27.1 2 3 4
障害福祉サービスの支給決定（更新）期間

計画相談支援の支給決定（更新）期間

サービス利用支援の実施月 ● ●

継続サービス利用支援の実施月 □ ■ □

→今回の更新期間 開始月 終期月

例３） 介護給付と訓練等給付の併給を新規決定する受給者の場合
※サービス利用支援（計画作成）を、H26.3月に実施。　※介護給付の更新で、支給量の変更がないケース。

H26.2 4 6 8 10 12 H27.2 4 6 8 10 12 H28.2 4
介護給付の支給決定期間

訓練等給付の支給決定期間

計画相談支援の支給決定期間

サービス利用支援の実施月 ● ●

継続サービス利用支援の実施月 ■　 ■ ■ ■ ■ ■ □

3月 4月  5月 6月 9月 3月 9月 終期月

開始月

サービス利用支援（計画作成）・継続サービス利用支援（モニタリング）実施のモデルケース
※このモデルケースはモニタリング期間を６月ごとで設定しています

-
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●･･･サービス利用支援 ■･･･継続サービス利用支援（報酬算定あり） □･･･継続サービス利用支援（報酬算定なし）

例４） 介護給付と訓練等給付を併給する受給者の場合（支給決定期間が一致していない場合）①
※訓練等給付が既に支給されており、計画相談支援は訓練等給付の終期に合わせて支給されている。その後、追加で介護給付が支給決定。　※訓練等給付の更新で、支給量の変更がないケース。

※障害程度区分の認定期間は、介護給付の支給決定期間と一致。　　　※訓練等給付の支給決定期間②は、介護給付の終期月に期間をそろえる。　

H26.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H27.1 2 3 4
介護給付の支給決定期間

訓練等給付の支給決定期間①

訓練等給付の支給決定期間②

計画相談支援の支給決定期間①

計画相談支援の支給決定期間②

サービス利用支援の実施月 ● ●

継続サービス利用支援の実施月 ■ ■ ■ ■ × □

開始月 ※必要かどうかは個々の状況による 終期月

例５） 介護給付と訓練等給付を併給する受給者の場合（支給決定期間が一致していない場合）②
※介護給付、訓練等給付とも既に支給されており、訓練等給付の更新時期（26.3）で計画作成。計画相談支援は訓練等給付の終期に合わせて支給。　※　※介護給付の更新で、支給量の変更がないケース。

※訓練等給付の支給決定期間②は、介護給付の終期月に期間をそろえる。　

H26.2 4 6 8 10 12 H27.2 4 6 8 10 12 H28.2 4
訓練等給付の支給決定期間①

訓練等給付の支給決定期間②

介護給付の支給決定期間①

介護給付の支給決定期間②

計画相談支援の支給決定期間①

計画相談支援の支給決定期間②

サービス利用支援の実施月 ● ● ●

継続サービス利用支援の実施月 ■ ■ □ ■ □

3月 9月 1月 3月 7月 1月

開始月 終期月 終期月

例６） 支給されているサービスの支給量に、大きな変動があった場合。
※９月にモニタリングを実施し、支給量増の必要性ありと判断。実際に１０月から、支給量増の支給決定がなされたケース。　※介護給付更新時期(26.3)で計画作成。

H26.2 4 6 8 10 12 H27.2 4 6 8 10 12 H28.2 4
介護給付の支給決定期間①

介護給付の支給決定期間② ⇒支給量増

計画相談支援の支給決定期間①

計画相談支援の支給決定期間②

サービス利用支援の実施月 ● ● ●

継続サービス利用支援の実施月 □ ■　 ■ ■ ■ □

3月 9月 10月  11月 12月 3月 9月

開始月 終期月

-
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４ 計画相談支援事業・障害児相談支援事業の報酬体系 

平成３０年度から計画相談支援事業の基本報酬が見直され、基本報酬単価が

一定程度引き下げられることとなりました（障害児相談支援事業は据え置き）。

また、質の高い支援と専門性を評価する加算が創設されました。 

※新単価については、施設入所者等・新設サービス利用者は平成30年度、その他の利

用者は平成31年度（平成30年度は「経過的」支援で算定）から適用されます。 

※各種加算については、平成３０年４月から算定できます。 

※報酬の種別は以下の記号で示します。 

 ★…基本報酬 

 ◆…加算（加算様式の提出が必要） 

 ◇…加算（加算様式の提出は不要） 

 ■…加算（加算様式の提出の前に届出が必要） 

（１）指定特定相談支援（計画相談支援） 

★サービス利用支援（Ⅰ）    １，４５８単位/月 

★サービス利用支援（Ⅱ）      ７２９単位/月   新単価 

★継続サービス利用支援（Ⅰ）  １，２０７単位/月 

★継続サービス利用支援（Ⅱ）    ６０３単位/月 

★経過的サービス利用支援（Ⅰ） １，６１１単位/月 

★経過的サービス利用支援（Ⅱ）   ８０６単位/月 

★経過的継続サービス利用支援（Ⅰ）１，３１０単位/月 

★経過的継続サービス利用支援（Ⅱ） ６５５単位/月 

※（Ⅰ）は取扱件数（相談支援専門員１人あたり前６月間における計画相談支援

対象障害者等の数の平均値）が40未満の場合又は40以上の場合は40未満

の部分に算定 

 （Ⅱ）は取扱件数が40以上である場合において、40以上の部分に算定 

ただし、（Ⅰ）（Ⅱ）ともに、指定障害児相談支援事業者の指定を併せて受け、

一体的に運営している場合は、障害児相談対象保護者を含む 

◇初回加算             ３００単位/月 

 新規にサービス等利用計画を作成する場合 

※計画相談支援対象障害者等が、障害福祉サービス等を利用する月の前６月間に

おいて障害福祉サービス及び地域相談支援を利用していないこと 

※経過的サービス利用支援との併算不可 

◆居宅介護支援事業所等連携加算    １００単位/月 

    介護保険サービスへの移行の際、利用者の情報を指定居宅介護支援事業所等に

提供し、居宅サービス計画等の作成に協力した場合 

※利用者１人につき、１月１回が限度。加算した上で居宅介護支援等を利用後６

ヶ月は算定不可 
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※ただし、介護保険ケアプラン作成者と同一の者がサービス等利用計画を作成する

場合、利用者のアセスメントやモニタリング等の業務が一体的に行われるため、

以下のとおり報酬上調整されます。 

サービス利用支援（Ⅰ）・経過的サービス利用支援費（Ⅰ） 

 ○居宅介護支援費（要介護１・２）が併算定 ９０６単位/月 

 ○居宅介護支援費（要介護３～５）が併算定 ６０４単位/月 

 ○介護予防支援費が併算定       １，４９９単位/月 

  経過的サービス利用支援費（Ⅰ）にのみ適用 

サービス利用支援（Ⅱ）・経過的サービス利用支援費（Ⅱ） 

 ○居宅介護支援費（要介護３～５）が併算定 ６０４単位/月 

継続サービス利用支援（Ⅰ）・経過的継続サービス利用支援費（Ⅰ） 

 ○居宅介護支援費（要介護１・２）が併算定 ６０５単位/月 

 ○居宅介護支援費（要介護３～５）が併算定 ３０３単位/月 

 ○介護予防支援費が併算定       １，１９８単位/月 

継続サービス利用支援（Ⅱ）・経過的継続サービス利用支援費（Ⅱ） 

 ○居宅介護支援費（要介護１・２）が併算定 ６０５単位/月 

  経過的継続サービス利用支援費（Ⅱ）にのみ適用 

    ○居宅介護支援費（要介護３～５）が併算定 ３０３単位/月 

（２）指定障害児相談支援 

★障害児支援利用援助（Ⅰ）     １，６２０単位/月 

★障害児支援利用援助（Ⅱ）       ８１１単位/月 

★継続障害児支援利用援助（Ⅰ）   １，３１８単位/月 

★継続障害児支援利用援助（Ⅱ）     ６５９単位/月 

※（Ⅰ）（Ⅱ）の算定要件は計画相談支援と同じ 

◇初回加算               ５００単位/月 

 新規に障害児支援利用計画を作成する場合 

※障害児相談支援対象保護者が障害児通所支援を利用する月の前６月間におい

て障害児通所支援及び障害福祉サービスを利用していないこと 

※障害児が計画相談支援と障害児相談支援の両方を受ける場合については、障害

児相談支援のみの報酬算定となります。 

（３）指定特定相談支援・指定障害児相談支援共通の加算 

   ◇利用者負担上限額管理加算     １５０単位/月 

◇特別地域加算         所定単位数の１５％を加算 

中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合 

■特定事業所加算（Ⅰ）       ５００単位/月 

■特定事業所加算（Ⅱ）       ４００単位/月 
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■特定事業所加算（Ⅲ）       ３００単位/月 

■特定事業所加算（Ⅳ）       １５０単位/月 

 ※特定事業所加算については、Ｐ３１参照 

   ◆入院時情報連携加算（Ⅰ）     ２００単位/月 

    医療機関へ出向いて、当該医療機関の職員と面談し、必要な情報を提供した 

    場合 

◆入院時情報連携加算（Ⅱ）     １００単位/月 

    （Ⅰ）以外の方法により必要な情報を提供した場合 

   ※利用者１人につき、１月１回が限度。また、（Ⅰ）・（Ⅱ）の併算不可 

   ※「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の心身の状況（例えば、障害の

程度や特性、疾病・病歴の有無など）、生活環境（例えば、家族構成、生活歴

など）、日常生活における本人の支援の有無やその具体的状況及びサービスの

利用状況をいう 

   ◆退院・退所加算           ２００単位/回 

    利用者の退院・退所にあたって、当該施設の職員と面談を行い、当該利用者に

関する必要な情報の提供を得た上で、サービス等利用計画を作成し、障害福祉

サービス等の利用に関する調整を行い、当該利用者が障害福祉サービス等の支

給決定を受けた場合 

   ※入院、入所等の期間中に実施した情報収集又は調整等に関して、当該利用者の

サービス等利用計画の作成に係るサービス利用支援費の算定に併せて３回分

を限度に算定可能。また、初回加算との併算不可 

   ※「必要な情報」とは、入院時情報連携加算において具体的に掲げた内容に加え、

入院、入所等の期間中に利用者に係る心身の状況の変化並びに退院、退所にあ

たって特に配慮すべき事項の有無及びその内容をいう 

   ◆医療・保育・教育機関等連携加算   １００単位/月 

    次の要件をいずれも満たす場合 

    ア 利用者が利用する病院、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等

の関係機関との日常的な連携体制を構築するとともに、利用者の状態や支援方

法の共有を行うことを目的に実施するものであるから、面談を実施することに

限らず、関係機関との日常的な連絡調整に努めること 

    イ 連携先と面談するにあたっては、当該利用者やその家族等も出席するよう

努めること 

   ※利用者１人につき、１月１回が限度。 

※初回加算を算定する場合又は退院・退所加算を算定し、かつ、退院又は退所す

る施設の職員のみから情報の提供を受けている場合は算定不可 

   ◆サービス担当者会議実施加算     １００単位/月 

    モニタリング実施時において、利用者の居宅等を訪問し利用者に面接すること

に加えて、サービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集し
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てサービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計

画の実施状況について説明を行うとともに、担当者から専門的な見地からの意

見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を

行った場合 

   ※利用者１人につき、１月に１回が限度 

   ※サービス担当者会議において検討した結果、サービス等利用計画の変更を行っ

た場合は、サービス利用支援費を算定することとなるため、算定不可 

   ◆サービス提供時モニタリング加算   １００単位/月 

    モニタリング実施時又はそれ以外の機会において、サービス等利用計画に位置

付けた障害福祉サービス等を提供する事業所又は当該障害福祉サービス等の

提供場所を訪問し、サービス提供場面を直接確認することにより、サービスの

提供状況について詳細に把握し、確認結果の記録を作成した場合 

   ※利用者１人につき、１月１回が限度、かつ、相談支援専門員１人あたり１月に

３９人が限度 

   ※利用者が利用する指定障害福祉サービス事業所等の業務を相談支援専門員が

兼務している場合であって、かつ当該事業所におけるサービス提供場面のみを

確認した場合は算定不可 

   ■行動障害支援体制加算         ３５単位/月 

    各都道府県が実施する強度行動障害支援者養成研修（実践研修）又は行動援護

従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表して

いる場合 

   ■要医療児者支援体制加算        ３５単位/月 

    医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了

した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表している場合 

   ■精神障害者支援体制加算        ３５単位/月 

    地域生活支援事業による精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修又

は精神障害者の地域移行関係職員に対する研修を修了した常勤の相談支援専

門員を配置し、その旨を公表している場合 

   ■地域生活支援拠点等相談強化加算   ７００単位/回 

    コーディネーターの役割を担う相談支援専門員が、連携する短期入所への緊急

時受け入れの対応をした場合 

※月４回が限度 

   ◇地域体制強化共同支援加算    ２，０００単位/回 

    困難事例等の課題検討を通じ、地域課題の明確化と情報共有等を行い、共同で

対応している場合 

※月１回が限度 
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（４）請求の際の注意点 

  ●障害福祉サービス等更新の際のプラン作成についての請求は、モニタリングから

計画作成までが一連の流れとなるので、サービス利用支援費又は障害児支援利用

援助費のみ請求できます。 

  ●サービス利用支援費と継続的サービス利用支援費（障害児支援利用援助費と継続

的障害児支援利用援助）の合算については、計画作成後、やむを得ない事情で同

月にモニタリングを実施した場合に算定できます。例外的な請求コードにつき、

初回のモニタリングを同月に実施しただけでは算定しません。 

  ●加算の算定に必要な各種加算様式や届出様式については、ホームページで公開し

ています。 

  ●各種体制加算に対応する研修については、ホームページで公開しています。 

  ●プラン、モニタリング、各種加算様式は請求月の１０日まで（必着）に王子・赤

羽障害相談係まで提出してください。 

  ※モニタリング予定月より前倒（後倒）してモニタリングを実施した場合、モニタ

リング報告書にその旨と理由を明記し、実施月の月末まで（必着）に王子・赤羽

障害相談係まで提出してください。 

  ●各種加算届出様式は１０日まで（必着）に障害福祉係まで提出してください。翌

月から加算の算定を開始します。 
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●東京都国民健康保険団体連合会への請求から支払までの流れ 

※モニタリング予定月についても、国保連に伝送します。 

相談係 福祉係

1 ～５日頃
国保連へ支給
台帳情報送信

区から支給台帳情
報を受信

2 ～１０日

計画・モニタリン
グ報告書提出
の有無を管理簿
に入力

3
１２,１３日

頃

●国保連からの
支給台帳突合
エラーリスト受
信

●福祉係へエ
ラーリストの
チェック依頼

台帳突合エラー
リストを確認後、
相談係へ報告
（必要があれば
事業所に連絡）

●支給台帳と請求
情報（計画相談支援
給付費、介護給付費
等）を突合

●突合結果を区、該
当事業所に送信

突合結果受信（該当
時のみ）

突合結果受信（該当時の
み）

4
１４、１５
日頃

国保連へエラー
リストの回答送
信

エラーリスト回答受
信

5 ２０日頃

●国保連による
審査結果情報
受信

●福祉係による
審査

●国保連による審査

●審査結果を区に
送信

6 ２５日頃
審査結果情報、
過誤情報を国保
連に送信

区の審査結果情報、
過誤情報を受信

7 ３０日頃
国保連に給付
費・事務手数料
の支払い

区へ請求書送付

8 翌15日頃
給付費について各
事業所へ支払い

計画相談支援給付費
受領

介護給付費等受領

●相談係に計画・モ
ニタリング報告書、加
算様式を提出（１０日
迄）
●福祉係に加算届出
様式を提出（１０日
迄）
●国保連に電子請求
（１０日迄）

●福祉係に実績記録票、
契約内容報告書（新規、変
更、終了時）、上限額管理
結果票を提出（１０日迄）

●国保連に電子請求（１０
日迄）

区
国保連

サービス提供
事業者

相談支援事業所
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５ 指定基準 

人員基準

 ●管理者 １名（専従） 

  事業所ごとに専従の管理者を配置してください。ただし、事業の管理に支障がない

場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は、他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができます。 

●相談支援専門員 １名以上（専従） 

  事業所ごとに専従の相談支援専門員を１名以上配置してください。ただし、事業の

管理に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は、他の事業所、施設

等の職務に従事することができます。 

※「専従」とは、原則として、サービス提供時間帯（当該従業者の勤務時間）を通じて

指定障害福祉サービス等以外の職務に従事しないことを言います。常勤・非常勤は問

いません。 

相談支援専門員

 相談支援専門員は、「相談支援従事者研修の受講」と「実務経験」が要件となります。

１ 相談支援従事者研修の受講

都道府県の実施する相談支援従事者研修（初任者研修：５日程度）の全日程を受

講し、修了していることが必要です。ただし、過去に国又は都道府県の実施する障

害者ケアマネジメント研修を受講したことがある場合は、相談支援従事者研修（１

日課程）の受講で相談支援専門員になることができます。

なお、現任研修を５年に１回以上受講する必要があります。

２ 実務経験

   従事した業務に応じて、３年・５年・１０年以上の要件があります。

① 第１の期間が通算して３年以上である者

② 第２・第３・第５及び第６の期間が通算して５年以上である者

③ 第４の期間が通算して１０年以上である者

④ 第２から第６までの期間が通算して３年以上かつ第７の期間が通算して５年以

上である者

※１年の実務経験とは、１年の内業務に従事した期間が通算して１８０日以上であ

ること。
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第１ 平成１８年１０月１日において、現にイ又はロに掲げる者が平成１８年９月３

０日までの間に相談支援の業務（身体上若しくは精神上の障害があること又は環

境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相

談に応じ、助言・指導その他の支援を行う業務）その他これに準ずる業務に従事

した期間 

イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従

事者 

ロ 精神障害者地域生活支援センターの従事者 

第２ イからニに掲げる者が相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間 

 イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従

事者 

 ロ 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、知的

障害者更生相談所、福祉事務所、保健所、市町村役場その他これらに準ずる施設

の従事者 

 ハ 身体障害者更生施設、知的障害者更生施設、障害者支援施設、老人福祉施設、

精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、精神障害者

社会復帰施設、指定居宅介護支援事業所その他これらに準ずる施設の従事者 

 ニ 保険医療機関の従事者（社会福祉主事任用資格者、ホームヘルパー養成研修２

級課程相当の研修の修了者、第７に掲げる資格を有する者、又は第２のイからハ

に掲げる従事者及び従業者の期間が１年以上の者に該当する者） 

第３ イからハに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等（※）が、介護等の

業務（身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある

者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護

者に対して介護に関する指導を行う業務に従事した期間 

 イ 障害者支援施設、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉

ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、精神障害者社会復帰施

設、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施

設、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホーム、老人福祉施設、介護老人保健施

設、療養病床その他これらに準ずる施設の従業者 

 ロ 障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事

者 

 ハ 保険医療機関又は保険薬局、訪問看護事業所その他これに準ずる施設の従業者 

第４ 第３のイからハに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が介

護等の業務に従事した期間 

第５ 次に掲げる者が相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間 

障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センター

その他これに準ずる施設の従業者 
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第６ 盲学校、ろう学校及び養護学校その他これに準ずる機関において就学相談、教

育相談及び進路相談の業務に従事した期間 

第７ 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、

作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練師、義肢装具士、歯科衛生士、

言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士

（管理栄養士含む。）、又は精神保健福祉士がその資格に基づき当該資格に係る業

務に従事した期間 

※社会福祉主事任用資格者等 

  社会福祉主事任用資格を有する者、訪問介護員２級以上に相当する研修を修了し

た者、保育士、児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員任用資格者 

（参考）相談支援専門員の実務要件 

主任相談支援専門員

平成３０年度より、地域の中核的な役割を担う人材とされる主任相談支援専門員の制

度が創設されます。平成３１年度以降各都道府県で研修が開催される見込みです。主任

相談支援専門員の要件は、以下のとおりとなります。 

上記②の介護等業務に従事する者で、いずれかに該当する者
（１）社会福祉主事任用資格を有する者
（２）訪問介護員２級以上に相当する研修を修了したもの
（３）保育士
（４）児童指導員任用資格者
（５）精神障害者社会復帰指導員任用資格者

※②国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練
士、義師装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む。）、精神保健福祉士
のことを言う。

業務の範囲
相談支援専門員

上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等※２による業務に５年
以上従事している者

③有資格者
等

5年以上

３年以上

※１平成１８年１０月１日において現に障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、精神障害者地域生活支援センター
の従業者の場合は、平成１８年９月３０日までの間の期間が通算して３年以上

業務内容 実務経験年数

障害者の
保健、医療、
福祉、就労、
教育の分野
における
支援業務

施設等において相談支援業務に従事する者※１

（１）社会福祉主事任用資格を有する者

施設等及び医療機関において介護業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
10年以上

②介護等
業務

医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

①相談支援
業務

5年以上

（2）訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者
（３）国家資格等※２を有する者
（４）施設等における相談支援業務における相談支援業務に従事した期間が1年以上である者

就労移行に関する相談支援業務に従事する者

特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

１ 主任相談支援従事者研修の受講

２ 相談支援従事者現任研修を修了後、相談支援業務に３年以上従事
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設備基準

 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、相談支援の提供必要な設備及

び備品等を備えなければならないとされており、具体的には以下の点について留意する

こと。 

 ●事務室 

  事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望まし

い。間仕切りする等ほかの事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事

業と同一の事務室であっても差し支えない。 

  なお、区分が特定されていなくても支障がないときは、相談支援を行うための区画

が明確に特定されていれば足りるものとする。 

 ●受付等のスペースの確保 

  利用申し込みの受け付け、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペ

ースを確保するものとし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど

利用しやすい構造とすること。 

 ●設備及び備品等 

  相談支援に必要な設備・備品を確保する必要があるが他事業所・施設と同一敷地内

にある場合であって、運営に支障がない場合は、当該他事業所・施設の設備・備品を

使用することができるものとする。 

  また、設備・備品は事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであ

っても差し支えない。 
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６ 指定申請手続き 

事業者の指定は、事業所ごとに行います。同一法人が複数の所在地の異なる事業所で

相談支援事業を行う場合には、事業所ごとに申請書類が必要です。特定相談支援と障害

児相談支援を同時に申請する場合、書類は１セットで構いません。 

 申請書類 

  北区ホームページからダウンロードできます。 

http://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kenko/shogai/sogo/shienjigyo/s

hite.html

【提出方法】 

  郵送・来庁どちらかでの受付となります。必要書類一覧及びチェックリストにより

必要事項をすべてご確認の上、ご提出をお願いします。 

  なお郵送の場合は、封筒に「相談支援指定関係書類」と明記をお願いします。 

【提出期限】 

 指定希望月の前々月末日が提出期限です。指定は各月の1日付で行います。 

（例）6月1日指定希望の場合 → 4月末日が提出期限 

【お問い合わせ】 

障害福祉課障害福祉係まで、電話・メール等でお問い合わせください。 

なお、メールの場合は題名を「相談支援事業の指定について(事業所名)」としてく

ださい。 

●指定特定相談支援・指定障害児相談支援の指定の流れ 

1
指定希望月
前々月末日

区に申請書類提出

※提出書類は別紙一覧参照

●申請書受理
●書類審査

2
指定希望月前月
～２０日

東京都に事業所情報登録・事業
所番号附番の依頼（郵送）

3
指定希望月前月
～２５日

区に特定相談支援事業所登録
完了通知を送付

4
指定希望月前月
３０日頃

特定相談支援・障害児相談支援
事業所に指定（却下）通知を送付

※日にちは目安です。年末年始、祝祭日等により変動します。

事業開始届出書類作成、東京都
へ提出

特定相談支援・障害児相談支
援事業所指定を受けようとす
る者

区（福祉係）
東京都

（者：事業者指定係
児：児童福祉施設係）
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●計画相談支援・障害児相談支援の指定申請に係る書類一覧 

申請者確認欄

指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者　指定（更新）申請書

指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定に係る記載事項

申請者の定款、寄付行為、条例（公設の場合）等
※定款変更が指定申請までに間に合わない場合は、定款変更誓約書

付表、別紙２

参考様式３

実務経験証明書

登記事項証明書

当該申請に係る事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

当該申請に係る事業に係る資産の状況(貸借対照表、財産目録等）

指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書 参考様式９

　◇上記の申請書類と併せて東京都に「事業開始届（事業計画書、収支予算書及び管理者経歴書を添付）」の提出が必要です。

参考様式１０役員等名簿

申請書及び添付書類 備考

事業所の平面図
　※事務室、相談室が確認できるもの

事業所の管理者及び相談支援専門員の経歴書

従業者全員の資格証等（写し）

就業規則

別紙３

参考様式１

参考様式４、５

相談支援従事者研修修了証
　※相談支援従事者一日研修を受講された方は、

　　　併せて障害者ケアマネジメント研修の修了証も添付して下さい。

主たる対象者を特定する理由書
　※主たる対象者を特定する場合に必要

運営規程

参考様式７

申
請
書

添

付

書

類

第１号様式、別紙１

事業所の備品等 参考様式２

参考様式８指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書

利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 参考様式６
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７ 特定事業所加算について 

手厚い人員体制や関係機関との連携等により質の高い計画相談支援等が提供されて

いる事業所には、特定事業所加算が算定されます。

特定事業所加算の算定に当たっては、区市町村へ体制の要件を満たしている旨の届出

が必要となるため、下記の要件をすべて満たす場合は、加算算定開始日が属する月の前

月の15日まで（必着）に必要書類を区にご提出ください。

【加算の算定要件】 

●特定事業所加算（Ⅰ） 

（１）常勤・専従の相談支援専門員を４名以上配置し、そのうち１名以上が主任相談

支援専門員 

（２）利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目

的とした会議を定期的に開催 

（３）２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体

制を確保 

（４）基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、

計画相談支援等を提供 

（５）基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加 

（６）新たに採用した全ての相談支援専門員に対し、主任相談支援専門員の同行によ

る研修を実施 

（７）サービス利用支援又は継続サービス利用支援を提供する件数が、１ヶ月におい

て相談支援専門員１人あたり４０件未満（指定障害児相談支援と一体的に運営

されている場合は、その利用者も含む。） 

●特定事業所加算（Ⅱ） ※平成３３年３月まで 

（１）常勤・専従の相談支援専門員を４名以上配置し、そのうち１名以上が相談支援

従事者現任研修を修了している 

（２）新たに採用した全ての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了

した相談支援専門員の同行による研修を実施 

（３）特定事業所加算（Ⅰ）の（２）～（５）及び（７）を満たしている 

●特定事業所加算（Ⅲ） 

（１）常勤・専従の相談支援専門員を３名以上配置し、そのうち１名以上が相談支援

従事者現任研修を修了している 

（２）特定事業所加算（Ⅰ）の（３）～（５）及び（７）、かつ、特定事業所加算(Ⅱ)

の（２）を満たしている 

●特定事業所加算（Ⅳ） ※平成３３年３月まで 

 （１）常勤・専従の相談支援専門員を２名以上配置し、そのうち１名以上が相談支援

従事者現任研修を修了している 

 （２）特定事業所加算（Ⅰ）の（２）、（４）、（５）及び（７）、かつ、特定事業所加

算(Ⅱ)の（２）を満たしている 
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８ 指定申請時の留意事項 

【主たる対象者（障害種別）の特定について】 

 特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者は、「総合的に相談支援を行う者」であ

る必要があります。原則、三障害について対応することとし、主たる対象者を特定する

場合は、以下の内容を満たすことが必要です。 

（１）他の事業所との連携により、主たる対象者以外の者についても対応可能なこと。 

（２）医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。 

（３）計画的に研修や事例検討を行う体制を整えていること。 

ただし障害児相談支援事業と特定相談支援事業の指定を合わせて受ける場合で障

害児のみを対象とする場合は主たる対象者を「障害児」として差し支えありません。 

【定款・登記事項証明書の記載について】 

 特定相談支援事業・障害児相談支援事業の指定を受ける場合、定款・登記事項証

明書に以下のような該当事項の記載が必要となります。 

・特定相談支援事業の指定を受ける場合→「障害者総合支援法に基づく特定相談支

援事業」 

・障害児相談支援事業の指定を受ける場合→「児童福祉法に基づく障害児相談支援

事業」 

なお、指定申請時点において定款への記載が間に合わない場合、「受理済の定款変

更認可申請書（写）」等の提出により申請を受け付けます。この場合でも、定款への

記載が完了後、「定款」「登記事項証明書」の提出が必要となります。 

９ 事業開始届の提出について 

 特定相談支援事業・障害児相談支援事業の実施にあたっては、区への指定申請のほか、

東京都（東京都知事）あてに届出が必要となります。 

 事業開始届関係の必要書類につきましては、東京都ホームページ内「東京都障害者サ

ービス情報」に掲載されております。 

○東京都障害サービス情報 

http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/ 

１０ 関係法令 

○障害者総合支援法・児童福祉法 

１ 指定（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条の２ 

０、児童福祉法第２４条の２８） 

   指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者（以下「特定相談支援事業 

者」）となるためには、厚生労働省令で定める一定の要件を満たしたうえで、事業 

所の所在地を管轄する区市町村の指定を受けることが必要です。指定は事業所ごと 
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に行います。なお、次のような場合は、指定ができません。 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第３６条第３項、

児童福祉法第２１条の５の１５第２項） 

・申請者が法人でないとき。 

・事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が厚生労働省令で定める基準を満たし 

ていないとき。 

・申請者が厚生労働省令に定める相談支援事業の運営基準に従って適正な運営がで 

きないと認められるとき。 等 

２ 事業者の責務（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５ 

１条の２２、児童福祉法第２４条の３０） 

   指定相談支援事業者は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことが 

できるように努めなければなりません。 

・区市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションを実施する機関、教

育機関等との緊密な連携を図りつつ、相談支援を障害者等の意向、適性、障害の

特性等に応じ、効果的に行なうよう努めなければなりません。 

・相談支援の質の評価を行うことにより質の向上に努めなければなりません。 

・障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守 

し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければなりません。 

３ 事業の基準（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１ 

条の２４、児童福祉法第２４条の３１） 

・指定特定相談支援事業者は、事業所ごとに厚生労働省令で定める基準に従い、指

定相談支援事業に従事する従業者を有しなければなりません。 

・指定特定相談支援事業者は厚生労働省令で定める指定相談支援事業の運営に関す

る基準に従い、指定相談支援事業を提供しなければなりません。 

・指定特定相談支援事業者は事業の廃止・休止の届出をしたときは、その後も引き

続き相談支援の提供を希望する者に対し、必要な相談支援が継続的に提供される

よう便宜の提供をしなければなりません。 

４ 変更の届出等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５

１条の２５、児童福法第２４条の３２） 

 ・事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合、

休止中の事業を再開した場合は、１０日以内に、その旨を区市町村長に届け出る

ことが必要です。 

・指定特定相談支援事業を廃止、休止するときは、その１ヵ月前までにその旨を区

市町村長に届け出ることが必要です。 
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５ 指定の更新（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１ 

条の２１、児童福祉法第２４条の２９） 

   指定特定相談支援事業者の指定は、６年ごとに更新を申請し、更新の指定を受け

なければ効力を失います。 

６ 報告等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条の 

２７、児童福祉法第２４条の３４） 

   区市町村長は必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者や従業者に対

して報告を求めたり、帳簿書類等の提出、検査等を行うことができます。 

７ 勧告、命令等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５

１条の２８、児童福祉法第２４条の３５） 

   区市町村長は事業者に対し、従業者の知識若しくは技能又は人員について厚生労

働省令で定める基準に適合していないとき、又は事業の運営に関する基準に従って

適正な運営をしていないと認めるときには勧告し、従わない場合には公表、命令を

行うことができます。 

８ 指定の取り消し（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第

５１条の２９、児童福祉法第２４条の３６） 

   区市町村長は、指定特定相談支援事業者が以下の事由に該当する場合は、指定の

取り消しを行うことができます。 

・従業者の知識若しくは技能又は人員について厚生労働省令で定める基準を満たす

ことができなくなったとき。 

・厚生労働省令仁定める指定特定相談支援事業の運営基準に従って適正な指定相談

支援事業の運営ができなくなったとき。 

・相談支援給付費等の請求に関し不正があったとき。 

・区市町村長の求める報告又は帳簿書類の提出・提示に従わず、又は虚偽の報告を

したとき。 

・区市町村長の求める出頭に応じないとき、質問に答弁しないとき、もしくは虚偽

の答弁をしたとき、又は検査を拒み、妨げ、忌避したとき。 

・不正な手段により指定特定相談支援事業者の指定を受けたとき。 

９ 公示（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律５１条の３０、 

児童福祉法第２４条の３７） 

   次の場合に、指定特定相談支援事業者に関する事項を公示します。 

・指定特定相談支援事業者を指定したとき。 

・指定特定相談支援事業の廃止の届出を受けたとき。 

・指定特定相談支援事業の指定を取り消したとき。 
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１０ 業務管理体制の整備等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第５１条の３１、児童福祉法第２４条の３８） 

・指定特定相談支援事業者は、厚生労働省令に定める基準に従い、業務管理体制

を整備しなければなりません。 

・指定特定相談支援事業者は、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なけれ

ばなりません。 

○指定基準 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相

談支援の事業の人員及び運営に関する基準 

（平成２４年厚生労働省令第２８号） 

・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成

２４年厚生労働省令第２９号） 

○相談支援専門員の要件 

・指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成２４年

厚生労働省告示第２２７号） 

・指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成２４

年厚生労働省告示第２２５号） 

１１ 介護保険みなし２号の方のサービス等利用計画作成の扱いについて

  生活保護受給中の４０歳以上６４歳未満の方で、介護保険対象となる１６特定疾病

 に該当する「みなし２号」の方の障害福祉サービス支給申請に伴うサービス等利用計

 画の作成については、以下のようになります。

（１）障害福祉サービス以外の介護保険サービスが介護扶助（生活保護）により支給さ

れているため、居宅サービス計画（ケアプラン）がある方で、

  ①担当の介護保険の介護支援専門員（ケアマネジャー）が障害福祉の相談支援専門

員の資格を持っている場合

  ⇒基本的には、介護支援専門員（ケアマネジャー）が障害福祉サービスも含めた

プランを作成することが望ましく、相談支援専門員の資格も持っており、サービ

ス等利用計画作成が可能であるため、作成を依頼します。

   （報酬は減算となります。）

  ②担当の介護保険の介護支援専門員（ケアマネジャー）が障害福祉の相談支援専門

員の資格を持っていない場合

-35-



  ⇒基本的には、介護支援専門員（ケアマネジャー）が障害福祉サービスも含めたプ

ランを作成することが望ましいが、相談支援専門員の資格を持っておらず、サー

ビス等利用計画作成ができないので、作成の必要はありません。

   ただし、居宅サービス計画（ケアプラン）の提供はしてもらってください。

（２）障害福祉サービスのみで、介護保険サービスが介護扶助（生活保護法）で支給さ

れておらず、居宅サービス計画（ケアプラン）がない方の場合

 ⇒介護保険専門員（ケアマネジャー）による居宅サービス計画（ケアプラン）がない

ため、障害福祉の相談支援専門員によるサービス等利用計画の作成が必要です。 
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第３部 地域相談支援事業

地域移行支援事業、地域定着支援事業の２つがあります。

なお、平成24年 4月１日の障害者自立支援法（現：障害者総合支援法）改正によ

り、地域相談支援事業の申請をする障害者等も、計画相談支援事業の対象となり、サー

ビス等利用計画の作成が必要となります。

１ 地域移行支援事業について（都が事業者指定を担当）

 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院する精神障害者その

他の地域での生活に移行するために重点的な支援を必要とする者に対し、地域に移行する

ための地域移行支援計画の作成、相談、外出の同行支援、障害福祉サービスの体験利用

支援や体験宿泊支援、住居確保、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行います。 

（１）対象者 

以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者。  

①障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所し 

  ている障害者 

※児童福祉施設に入所する１８歳以上の者、障害者支援施設等に入所する１５ 

 歳以上の障害者みなしの者も対象。  

②精神科病院に入院している精神障害者 

※地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第２条第４項の指定 

医療機関も含まれており、医療観察法の対象となる者に係る支援に当たって 

は保護観察所と連携すること。   

 ③救護施設又は更生施設に入所している障害者 

   ④刑事施設（刑務所、少年刑務所、拘置所）、少年院に収容されている障害者 

※特別調整の対象となった障害者のうち、矯正施設から退所するまでの間に障 

害福祉サービスの体験利用や体験宿泊など矯正施設在所中に当該施設外で行 

う支援の提供が可能であると見込まれるなど指定一般相談支援事業者による 

効果的な支援が期待される障害者 

【特別調整とは】 

刑務所等に収容されている者のうち、高齢であり、又は障害を有し、かつ適当 

な帰住先がない者について、釈放後速やかに適切な介護、医療等の福祉サービ 

スを受けることができるようにするため、「特別調整」を平成21年４月から 

実施している。この取組の中心となるのは、厚生労働省の「地域生活定着促進 

事業」(平成 23年度までは、「地域生活定着支援事業」)により整備された地 

域生活定着支援センター（以下「支援センター」という。）（注）であり、司法 

と福祉との多機関連携による支援が目指されている。 
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   ⑤更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就業支援セン 

ターもしくは自立準備ホームに宿泊している障害者 

 （２）支給決定期間について 

   地域移行支援は、長期にわたり漫然と支援を継続するのではなく、一定の期間の 

中で、目標を立てた上で効果的に支援を行うことが望ましいサービスであるため、 

支給決定の有効期間は最長６か月間です。 

ただし、この期間では十分な成果が得られず、かつ、引き続き地域移行支援を提 

  供することで地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、６か月間の範囲内 

で給付決定期間の更新可能とします。（区の判定会議で更新可否を判断。） 

更なる更新が必要な場合は、「北区障害者介護給付費等審査会」の個別審査を経

て、必要と認められた場合に限り、更新が可能です。 

（３）地域移行支援計画について 

地域移行支援計画とは、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支

援方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定地域移行支援の目標及びそ

の達成時期、指定地域移行支援を提供する上での留意事項等を記載した書面です。 

指定地域移行支援従事者は、計画を作成するにあたり、利用者に面接によるア

セスメントを行います。 

また、計画作成会議（当該利用者に係る障害者支援施設等又は精神科病院にお

ける担当者等を招集して行う会議。）を開催し、地域移行支援計画の原案の内容

について意見を求めます。 

（４）障害福祉サービスの体験利用支援について     

    指定地域移行支援事業者が、障害福祉サービスの体験的な利用支援（生活介護、 

   自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。）を提供する場合、指定障害 

福祉サービス事業者等への委託により行います。     

    なお、委託先の指定障害福祉サービス事業者等の担当者との連絡調整、利用者 

への相談援助等が必要となるため、原則、指定地域移行支援従事者が、利用者に 

同行による支援を行います。    

（５）体験的な宿泊支援について 

指定地域移行支援事業者が体験的な宿泊支援を提供する場合、自らアパート等 

を確保して実施するほか、指定障害福祉サービス事業者等への委託により、共同

生活援助の共同生活住居や短期入所事業所等の空室を活用して実施します。 

    なお、委託先の指定障害福祉サービス事業者等の担当者との連絡調整、利用者 

   への相談援助等が必要となるため、原則、指定地域移行支援従事者が、利用者に 

同行又は宿泊場所への訪問による支援を行います。   
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            　　地域移行支援支給の流れ
利用者 区 地域移行支援事業者

相談支援
事業者

1 申請

【①申請書】記入
区に提出（区の調査時に提出）

・障害支援区分認定の調査項目に
係る調査(区分認定は不要)
・勘案事項調査
・【①申請書】受理

・区の調査に同行
⇒面接によるアセスメントの実施

2
地域移行計画
案の作成

・【⑲地域移行支援計画】【案】の受
理
・【⑧勘案事項整理票】の作成

・【⑲地域移行支援計画】【案】の作
成。区へ提出

3
支給決定
（６カ月以内）

地域移行支援事業者と契約締
結

支給決定⇒【⑩受給者証、支給（給
付）決定通知書】交付

利用者と契約締結

4
計画作成会議
※

必要に応じ、計画作成会議へ
出席

必要に応じ、計画作成会議へ出席 ・計画作成会議の開催
⇒障害者支援施設等又は精神科病
院における担当者等に出席依頼
・会議の記録作成
⇒【⑫サービス担当者会議　記録】を
区に提出

5
地域移行支援
計画の作成

・【⑲地域移行支援計画】の作成。※
【案】の内容から変更が無ければ、案
を正式な計画にする

6
地域移行支援
計画の説明・交
付

・【⑲地域移行支援計画】へ同
意、交付を受ける。

【⑲地域移行支援計画】の受理 ・利用者、その家族へ【⑲地域移行支
援計画】の説明・交付
・区へ【⑲地域移行支援計画】を提出

7 サービスの提供

地域移行支援のサービス提供
を受ける

・地域移行支援サービス（訪問相談、
同行支援、障害福祉サービスの体験
利用等）の提供

8
サービス提供実
績の記録

【⑳地域移行支援提供実績記録票】
にサービス提供実績の記録

9
サービス提供実
績の確認

【⑳地域移行支援提供実績記
録票】で、サービスを受けた実
績を確認⇒押印

・利用者に対し、サービス提供実績に
ついて確認（【⑳地域移行支援提供
実績記録票】を提示）
⇒利用者の確認、押印後、【⑳地域
移行支援提供実績記録票】の写しを
区へ提出（サービス提供翌月１０日ま
でに）

10
地域相談支援
給付費の請求

国保連に、相談支援給付費を電子請
求（サービス提供翌月１０日までに）

更
新

地域移行支援の
支給更新
（６ヶ月間の範囲
内で更新可能）

【①申請書】記入
⇒区に提出

【21　地域移行支援報告書】
【⑲地域移行支援計画】】
【⑧勘案事項整理票】
を基に、判定会議の開催

更新資料として、以下を提出。
・【21　地域移行支援報告書】
　※６カ月間の実績について
・【⑲地域移行支援計画】
　※更新期間に係る内容について

※　計画作成会議

　　　地域移行支援計画の作成に当たり、当該利用者に係る障害者支援施設等又は精神科病院における担当者等を

　　招集して行う会議。　指定地域移行支援従事者は、計画作成会議を開催し、地域移行支援計画の原案の内容に

　　ついて意見を求めなければならない。

業務の流れ

地
域
移
行
支
援
を
利
用
す
る
場
合
も
サ
ー

ビ
ス
等
利
用
計
画
の
作
成
が
必
要
で
す

（
８
ペ
ー

ジ
参
照

）

-40-



書類
番号

書類名称 利用者 区
地域移行支援
事業者

①
支給申請書兼利用者負担額
減額・免除申請書

○ ○

○

 ○

○

 ○

○ 　　○交付

　  提示○　 ○

⑫
サービス担当者会議　記録
※

○ ○

　　　　○

 ○

21 地域移行支援報告書 ○ ○

○

 ○

※地域移行支援計画の作成会議だが、【サービス担当者会議　記録（保存用）〔標準様式〕】
の書式で代用。

地域移行支援に係る書類一式

地域移行支援計画
【支給期間更新時】

○

⑲

⑲

⑲

受給者証等
（受給者証、支給（給付）
決定通知書）

⑩

地域移行支援計画
【支給決定後】

⑳
地域移行支援提供
実績記録票

○

○

地域移行支援計画【案】
【支給決定前】

○
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３ 地域移行支援事業の報酬体系 

   ●地域移行支援サービス費（Ⅰ）     ３，０４４単位/月 

    訪問相談、同行支援、関係機関との連絡調整等の支援を一体的に実施すること

から、毎月算定する定額の報酬。 

    ※ただし、利用者との対面による支援を月に２日以上実施することが要件。 

     また、事業所として以下の要件（１）～（３）も満たす必要がある。 

     （１）当該事業所において、前年度に地域移行の実績を要すること。 

     （２）次の要件のうち、いずれかを満たすこと。 

       ①従業者のうち１人以上は、社会福祉士又は精神保健福祉士であること。 

       ②従事者である相談支援専門員のうち１人以上は、精神障害者地域行・

地域定着支援関係者研修の修了者であること。 

     （３）１以上の障害者支援施設又は精神科病院等（地域移行支援の対象施設） 

       と緊密な連携（以下参照、月１回以上が目安）が確保されていること。 

       例）・障害者支援施設の入所者や精神科病院の入院患者の処遇に関する

会議等への定期的な参加 

         ・障害者支援施設や精神科病院等からの依頼に基づく、入所者・入

院患者への障害福祉サービスの説明や事業所の紹介 

●地域移行支援サービス費（Ⅱ）     ２，３３６単位/月

    訪問相談、同行支援、関係機関との連絡調整等の支援を一体的に実施すること

から、毎月算定する定額の報酬。 

    ※ただし、利用者との対面による支援を月に２日以上実施することが要件。 

●集中支援加算             ５００単位/月 

    利用者との対面による支援を１月に６日以上実施した場合に算定。 

※退院・退所月加算が算定される月は、加算できない。 

●退院・退所月加算                 ２,７００単位/月 

        退院又は退所日が属する月に算定。 

※退院又は退所日が翌月の初日等であるときは、退院又は退所日が属する月の

前月に算定する。 

●障害福祉サービスの体験利用加算（Ⅰ） ５００単位/日 

    障害福祉サービスの体験的な利用支援を行った場合に算定。 

※障害福祉サービスの体験利用の支援開始日から５日目までに算定する。 

●障害福祉サービスの体験利用加算（Ⅱ） ２５０単位/日

    障害福祉サービスの体験的な利用支援を行った場合に算定。 

※障害福祉サービスの体験利用の支援開始６日目から１５日目までに算定す

る。 

    ※体験利用加算（Ⅰ）（Ⅱ）は、地域移行事業所が地域生活支援拠点等として

の機能を担う場合は、５０単位上乗せできる。 
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   ●体験宿泊加算（Ⅰ）          ３０0単位/日 

    一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合に算定。 

●体験宿泊加算（Ⅱ）          ７０0単位/日 

    夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な見守り等の支援を行い、一人暮らしに向 

けた体験的な宿泊支援を行った場合に算定。 

※体験宿泊加算（Ⅰ）（Ⅱ）は、合計で１５日を限度として算定できる。 

 体験宿泊の支援開始日から９０日以内に限る。 

※体験宿泊加算（Ⅰ）（Ⅱ）は、地域移行事業所が地域生活支援拠点等として

の機能を担う場合は、５０単位上乗せできる。 

   ●特別地域加算          所定単位数の１５％を加算 

中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合。 
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４ 地域定着支援事業について（都が事業者指定を担当）

  居宅において単身等で生活する障害者につき、地域定着支援台帳の作成や常時の連 

絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に、相談その他必要な支 

援を行います。 

（１）対象者 

  ①居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者  

 ②居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病 

等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況に 

ある者 

   ※障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から

一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。 

   ※共同生活援助及び宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急 

時の支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応することとなるた 

め、対象外。 

   ※上記①又は②の者のうち医療観察法の対象となる者に係る支援に当たっては 

保護観察所と連携すること。 

   ※「自立生活援助」との併給は出来ません。 

 （２）支給決定期間について 

    地域定着支援は、支給決定期間を1年間までとしています。 

   ただし、対象者や同居する家族等の心身の状況や生活状況、緊急時支援の実績等 

を踏まえ、引き続き地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見 

込まれる場合には、１年間の範囲内で給付決定期間の更新が可能です。（区の判 

定会議で更新可否を判断。更なる更新についても、必要性が認められる場合につ

いては更新可。） 

（３）地域定着支援台帳について 

    地域定着支援台帳とは、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時 

において必要となる当該利用者の家族等及び当該利用者が利用する指定障害福

祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に関す

る情報を記載した書面です。 

    指定地域定着支援従事者は、台帳の作成にあたり、利用者に面接によるアセス

メントを行います。

また、地域定着支援台帳の作成後においても、常に利用者の状況変化に留意し、

適宜、地域定着支援台帳の見直しを行い、必要に応じて地域定着支援台帳を変更

します。
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（４）常時の連絡体制の確保 

    常時の連絡体制については、指定地域定着支援事業所が利用者又はその家族と 

   直接連絡体制を確保することが必要です。具体的には、夜間等に職員を配置する 

、携帯電話等で利用者又はその家族と常時の連絡体制を確保する方法があげられ 

ます。 

（５）利用者の状況把握 

    適宜、利用者の居宅への訪問等を行い、見守りによる支援をすることで、利用 

   者の状況、緊急時に適切に対応するための情報を把握します。 

（６）緊急事態における支援 

    利用者の障害特性によって生じた緊急事態、その他の緊急に支援が必要な事態 

が生じた場合は、速やかに利用者の居宅へ訪問等をし、状況把握を行います。 

 状況把握を踏まえ、利用者が置かれている状況に応じて、利用者の家族、利用者 

が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他関係機関との連絡調

整、一時的な滞在による支援、その他必要な措置を行います。 

  一時的な滞在による支援を実施する場所については、利用者が一時的な滞在を 

行うために必要な広さの区画を有すること、必要な設備及び備品を備えているこ

と、衛生的に管理されていることが必要です。 

実施の方法としては、指定地域定着支援事業所の宿直室等を確保して実施する 

他、障害者支援施設や短期入所事業所等の空室を活用して行う等、指定障害福祉 

サービス事業者等への委託により行うことができます。 
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５ 地域定着支援利用の流れ 

◆表中〔①～⑱〕は別紙書類一覧（P.9）を参照

　　　　　 地域定着支援支給の流れ

利用者 区 地域定着支援事業者
相談支援

事業者

1 申請

【①申請書】記入
区に提出（区の調査時に提出）

・障害支援区分認定の調査項目に
係る調査(区分認定は不要。判定会

議の開催無し。)
・勘案事項調査⇒【⑧勘案事項整理

票】の作成

・【①申請書】受理

・区の調査に同行
⇒面接によるアセスメントの実施

2
支給決定
（１年以内）

地域定着支援事業者と契約締結 支給決定⇒【⑩受給者証、支給（給

付）決定通知書】交付

利用者と契約締結

3
地域定着支援台
帳の作成

【22　地域定着支援台帳】の受理 【22　地域定着支援台帳】の作成。
⇒区に写しを提出（台帳の更新をした際は、

その都度区に提出）
・常時の連絡体制の確保

4
利用者の状況把
握

適宜、利用者の居宅への訪問等を行い、見
守りによる支援を実施

5 緊急時対応

・緊急時、利用者の居宅を訪問
・関係機関との連絡、調整
・一時的な滞在による支援

6
サービス提供実
績の記録

・【22　地域定着支援台帳】

　【23  地域定着支援提供実績記録票】
　に、訪問、緊急時対応等、支援の内容を記
録

7
サービス提供実
績の確認

【23  地域定着支援提供実績記録
票】で、支援を受けた実績を確認

⇒押印

・利用者に対し、支援の実績について確認
（【23  地域定着支援提供実績記録票】を提

示）

⇒利用者の確認、押印後、
【23  地域定着支援提供実績記録票】

の写しを区へ提出
（サービス提供翌月１０日までに。ただし、緊

急時対応が無い月は、提出不要。）

8
地域相談支援給
付費の請求

国保連に、相談支援給付費を電子請求

（サービス提供翌月１０日までに）

見
直
し

地域定着支援台
帳の見直し、更
新

適宜、利用者の状況を訪問等で把握。
⇒必要に応じて、

【22　地域定着支援台帳】を見直し、更新。
⇒区へ写しを提出。

更
新

地域定着支援の支

給更新

（１年間の範囲内で

更新可能）

【①申請書】記入

⇒区に提出

【22　地域定着支援台帳】

【⑧勘案事項整理票】
を基に、判定会議の開催

更新資料として、

・【22　地域定着支援台帳】を区へ提出。

業務の流れ

地
域
定
着
支
援
を
利
用
す
る
場
合
も
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
作
成
が
必
要
で
す

（
８
ペ
ー
ジ
参
照

）
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 地域定着支援事業に係る書類一式 

書類
番号

書類名称 利用者 区
地域定着支援
事業者

①
支給申請書兼利用者負担額減
額・免除申請書

○ ○ ○

○ 　　○交付

　  提示○ ○

22 地域定着支援台帳　※ ○ ○

○ ○

○ ○

22
地域定着支援台帳　※
【支給期間更新時】

○ ○

※地域定着支援台帳は、更新の都度、区に写しを提出。

⑩
受給者証等
（受給者証、支給（給付）決
定通知書）

23
地域定着支援提供
実績記録票

地域定着支援に係る書類一式
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６ 地域定着支援事業の報酬体系 

  ●体制確保費        ３０４単位/月

   常時の連絡体制を確保するため、毎月の報酬として定額で算定。 

  ●緊急時支援費（Ⅰ）    ７０９単位/日

   利用者又は家族等からの要請に基づき、緊急時の居宅訪問又は一時的な滞在によ 

  る支援を行った場合に算定。この場合、要請の時刻・内容・提供時間・緊急時支援 

費の対象であることを、地域定着支援台帳、実績記録票に記録すること。 

※一時的な滞在による支援は、宿泊によらない場合も算定可能。 

※退所日も算定可能。 

※利用者が短期入所の支給決定を受けている者でも、身近な地域の短期入所事業 

所が満床である等やむを得ない場合、算定可能。 

  ●緊急時支援費（Ⅱ）     ９４単位/日

   深夜（午後１０時から午前６時までの時間）における電話による相談援助を行っ

た場合に算定。 

●特別地域加算        所定単位数の１５％を加算

中山間地域などに居住している者に対して、サービスの提供が行われた場合。 
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計画相談支援・地域相談支援のイメージ図

計画相談支援（指定特定相談支援事業者）事業所の所在地を管轄する区市町村長に申請し、当該区市町村長が指定
＊対象者：障害福祉サービスを申請した障害者　　地域相談支援を申請した障害者

＊原則としてすべての対象者に実施

地域相談支援（指定一般相談支援事業者）事業所の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長に申請し、当該自治体が指定

入　　院　 中 退院後の地域生活

サービス等利用 サービス サービス等利用計画 モニタリング期間 1,207単位／月 （1,310単位／月）

計画案 担当者会議 1,458位／月（1,611単位／月） 標準期間①新規又は変更によりサービスの種類、内容、量に著しく変更があった者

利用者の希望を 複数サービスに共通の → 利用開始から３ヶ月間は毎月

踏まえて作成 支援目標や役割分担、 ② 在宅の障害福祉サービス利用者又は地域定着支援利用者→毎月

利用者の環境調整等、 ③ 障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入所者、重度障害者等包括支援

総合的な支援計画 → 1年ごとに１回

④ 在宅の障害福祉サービス利用者又は地域移行支援利用者→６ヶ月ごとに１回

受
付
・
申
請

障
害
支
援
区
分
の
項
目
調
査

支

給
決
定

地域移行支援
（６ヶ月以内。６ヶ月以内で更新可）
★精神科病院に1年以上の入院者を中心に対象
1年未満の入院者は特に支援が必要な者

★地域移行支援計画の作成
★相談及び援助
★体験利用、体験宿泊の実施

１５日の利用
●報酬 サービス費（Ⅰ） 3,044単位／月

サービス費（Ⅱ） 2,336単位／月
退院・退所月加算 2,700単位／月

集中支援加算 500単位／月
体験利用加算（Ⅰ） 500単位／日
体験利用加算（Ⅱ） 250単位／日
体験宿泊加算(Ⅰ)   300単位／日
体験宿泊加算(Ⅱ) 700単位／日

地域定着支援（1年以内、更新可）
★地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制

が必要と見込まれる者

（居宅において単身で生活する障害者、同居している家族が障害、疾病等のため緊急時

等の支援が見込まれない状況にある障害者と同居者）
★ＧＨ、宿泊型自立訓練の入居者は対象外
★地域定着支援台帳の作成

★常時の連絡体制の確保等
★緊急の事態への対処等

●報酬 体制確保費 304単位／月
緊急時支援費（Ⅰ） 709単位／日
緊急時支援費（Ⅱ） 94単位／日

-
4
9
-



７ 地域相談支援事業者の指定申請について 

一般相談支援事業の事業者指定は東京都が行うため、指定申請は東京都に対して 

行います。詳細については、以下に記載の部署宛お問い合わせいただきますよう、よ 

ろしくお願いします。 

●指定申請先 

  東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課事業者指定係 

  電話番号：03-5320-4325  ＦＡＸ：03-5388-1413 

※なお、指定申請関係の書式は、東京都障害者サービス情報に掲載されています。 

東京都障害者サービス情報 http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/ 

（参考） 

  地域相談支援の人員について 

（１）地域移行支援事業 

 ●指定地域移行支援従事者（基準第３条）   

基本相談支援に関する業務、地域移行支援計画の作成、その他指定地域移行支

   援に関する業務を行う。従事者のうち１名以上は、相談支援専門員でなければな

らない。相談支援専門員は、相談支援専門員以外の指定地域移行支援従事者に対

する技術的指導及び助言を行う。

●管理者（基準第４条） 

    原則として、管理業務に従事する。管理業務に支障が無い場合は、当該事業 

所の他の業務や併設する事業所の業務等を兼ねることができる。 

 （２）地域定着支援事業

   ●指定地域定着支援従事者

    ※地域移行支援事業と同様（基準第３条を準用）。

ただし、地域移行支援計画を地域定着支援台帳と、指定地域移行支援従事者を

指定地域定着支援従事者と読み替えるものとする。

●管理者

    ※地域移行支援事業と同様（基準第４条を準用）。
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（参考） 

サービス等利用計画等作成のための情報提供について 

 北区障害福祉課では、サービス等利用計画・障害児支援利用計画、地域移行

支援計画又は個別支援計画作成のために必要があるときは、指定特定相談支援

事業者、指定障害児相談事業者、指定一般相談支援事業者、指定障害福祉サー

ビス事業者、指定障害者支援施設に対し、個人情報提供を行っております。 

１ 提供を受けられる方 

サービス等利用計画案等の作成のための情報提供を受けられるのは、下記に

該当する方です。 

（１）障害福祉サービス、障害児通所支援、地域相談支援申請者からサービス

等利用計画・障害児支援利用計画又は地域移行支援計画を依頼されてい

る指定特定相談支援事業所、指定障害児相談事業所の相談支援専門員若

しくは指定一般相談支援事業所の地域移行支援従事者 

（２）障害福祉サービス利用者本人とサービス利用契約を締結した指定障害福

祉サービス事業所又は指定障害者支援施設のサービス管理責任者 

２ 対象となる個人情報 

対象となる個人情報は、下記の２種類です。 

（１）障害支援区分認定資料 

① 一次判定等及び判定調査項目 

② 特記事項 

③ 医師意見書 

④ 概況調査及びサービスの利用状況 

（２）支給決定に係る審査会資料 

３ 申請の方法 

（１）情報提供を希望する事業者の方は、別紙「障害支援区分認定資料等提供

申請書」を障害福祉課窓口（王子、赤羽障害相談係）に提出してくださ

い。 

郵送による申請も認めますが、交付は原則窓口となります。郵送による

交付を希望する場合は、92円切手（1件申請の場合）を貼った返信用封

筒を同封してください。指定特定相談支援事業者の場合は計画相談支

援・障害児相談支援依頼届出書が事前に提出されていることが前提とな

ります。また、指定障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、指定一

般相談支援事業者（地域移行支援）の場合は、「契約書」の写しを添付し

てください。 
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４ 提供の方法 

（１）障害福祉課で情報提供の要件を確認（障害福祉サービス支給申請書の本

人同意欄の署名確認、障害支援区分認定資料等情報提供書の本人意向確

認覧の署名確認）し、当該書類の複写を交付します。情報提供の要件を

満たしていない場合（本人同意がない、主治医同意がない等）には情報

提供できませんので、予めご了承ください。 

（２）情報提供には 1 週間～1 か月かかりますので、予めご了承ください。資

料提供の準備ができた時点で障害福祉課よりご連絡いたします。 

５ 提供手数料 

   無料 

６ 提供を受けた方の遵守事項 

（１）提供を受けた資料を、サービス等利用計画、個別支援計画の作成以外の

目的で使用しないこと。 

（２）提供を受けた資料をサービス等利用計画、個別支援計画の作成以外の目

的で複写又は複製しないこと。また、提供を受けた資料をサービス等利

用計画、個別支援計画の作成の目的であっても原則として複写又は複製

しないこと。 

（３）資料の提供を受けた事業所の職員その他の従事者又は職員その他の従事

者であった方が、前（２）の行為を行わないよう必要な措置を講ずるこ

と。 

（４）提供を受けた資料は、厳重に管理し、紛失、破損等しないよう適正に管

理すること。 

（５）障害福祉サービスの提供に係る契約期間が終了したときその他提供を受

けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料（複写

等を含む）を責任を持って廃棄すること。 

（６）区からの提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、い

つでもこれに応じること。 

資料の提供を受けた方が、（１）～（６）に規定する事項を遵守しなかった場

合には、今後の個人情報提供をお断りする場合もあります。 
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関係帳票類様式 

【引用参考文献】 

① 「サービス等利用計画作成サポートブック」平成２５年５月（改訂第２版） 

日本相談支援専門員協会 

② 「居宅介護支援専門員業務の手引き」（改訂第３版） 

特定非営利活動法人東京都介護支援専門員研究協議会
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- 44 -

②
第

○○　○○

○○　○○

北区役所　障害福祉課　○○障害相談係
電話　○○○○ー○○○○

平成　　　年　　　月　　　日

○○

- 44 -
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計画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届出書 

東京都北区長  様 

次のとおり届け出します。 

届出年月日 平成  年  月  日 

区分 新規・変更 

申

請

者 

フリガナ  

生年月日 
明治

昭和

大正

平成  年  月  日 
氏  名 

居 住 地 

〒                 

電話番号 

フリガナ  
生年月日 昭和・平成   年  月  日

申 請 に 係 る 

児 童 氏 名 続柄  

計画相談支援・障害児相談支援を依頼した指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所名 

 フリガナ   

事業所名                    

住  所 

〒 

電話番号 

指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所を変更する理由（変更の場合に記載） 

変更年月日   平成   年   月   日 

（様式第１８号） 
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計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 

東京都北区長  様 

次のとおり申請します。 

申請年月日 平成  年  月  日 

申

請

者 

フリガナ  

生年月日 
明治

昭和

大正

平成  年  月  日 
氏  名 

居 住 地 

〒                 

電話番号 

フリガナ  
生年月日 昭和・平成   年  月  日

申 請 に 係 る

児 童 氏 名 続柄  

申請書提出者 □申請者本人  □申請者本人以外（下の欄に記入） 

 フリガナ  
申 請 者 

との関係 
氏  名                    

住  所 

〒 

電話番号 

（様式第１７号） 
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第１１号様式の５（第９条の４関係） 

第     号 

   年   月   日 

 住所 

氏名              様 

                                  東京都北区長           印  

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給（却下）通知書 

 障害者自立支援法第５１条の１７第１項・児童福祉法第２４条の２６第１項の規定に基づき、計画相談

支援給付費・障害児相談支援給付費の支給について、下記のとおり通知します。 

記 

障害福祉サービス 

受 給 者 証 番 号

地域相談支援

受給者証番号

通所受給者証番号            

申 請 者 氏 名  
申 請 に 係 る

児 童 氏 名

支 給 の 可 否  

支

給

す

る

支 給 期 間

モニタリング

期 間

支

給

し

な

い

支給しない

理 由

不服申立て及び取消訴訟 

１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に東

京都北区長に対し異議申立てをすることができます。なお、異議申立てをした場合には、東京都北区長

に申し立てれば、口頭により意見を述べることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して

６か月以内に限り、東京都北区を被告として(訴訟において東京都北区を代表する者は

東京都北区長となります。)提起することができます(なお、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年

を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。また、

この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６０日以内に異議申立てをした場合に

は、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌

日から起算して６か月以内であれば、提起することができます(なお、その異議申立て

に対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、その異議

申立てに対する決定の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります)。 

                               東京都北区     
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申請者の現状（基本情報） 　　(様式６)

□ □

□ □ □

□ □

□ □

□あり □ □

□ □ □ □

□申請中
番号

□ □ □

□　

障害名 □　

診断名 □

□ □ 地域移行支援 □ 地域定着支援

□ □ □

（ □ □ □ □ □ ）

□ 重度訪問介護 □ □ □ □

□ 居宅訪問型児童発達支援

□ □ □ □ □ □ □

□ □ 医療発達型児童発達支援 □ 放課後等デイサービス □ 日中一時支援 □ その他

□ 就労定着支援 □ 自立生活援助 □ □ 訪問入浴 □

□ □ 認定未 □ 要支援 □ 1 □ 2 要介護 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

□ □ 国保 □ 社保 □ □ □ あり □ なし

□ □ □ □ （ □ ）

□ 事業所名 □ デイケア 事業所名

□

生育暦等
プロフィール

生活概況

福祉医療

自立支援医療 更生医療 育成医療 精神通院医療 通院医療費助成

保
険
・
医
療

介護保険 非該当

医療保険 (　　　　　) 生活保護

訪問看護

その他

□ その他
意思疎通支援 その他

事業者名

就労継続Ａ 就労継続Ｂ 短期入所

児童発達支援

事業者名

□ 日中系

生活介護 療養介護 自立訓練 就労移行

通院・身体なし 通院等乗降介助

行動援護 重度包括 移動支援 同行援護

□ 訪問系

居宅介護 身体 家事 通院・身体あり

事業者名

□ 居住系
グループホーム 施設入所支援 その他（　　　　　　　）

事業者名

該当

かかりつけ医 その他

有効期限

福
祉
サ
ー

ビ
ス
利
用
状
況

□ 相談
計画相談支援

事業者名

後見 保佐 補助

権利擁護 利用中

未成年後見 後見

障害支援
区分

認定期間         年  月   日～ 　 年  月   日 権
利
擁
護
・
他

成年後見

要保護児童

特別障害者手当 障害児福祉手当

特別児童扶養手当

なし 番号 市民税課税 課税 非課税

児童扶養手当

知的 　度
交付   ．　 ．　  心身障害者福祉手当 その他

生活保護

障害基礎年金 障害厚生年金

身体 　種 　級
交付 ．　　　． 障害共済年金 その他 なし

年金額 円／月

障
害
の
状
況

障害者手帳
取得状況

種類 等級 交付年月日と手帳番号

経
済
的
状
況

年金

番号

家
族
構
成

記載
内容 手当等

精神
　級 交付

特記事項

同居・別居の別

※本人が家族あるいは保護者と別居の場合は連絡先を記入してください。
※家族のいない人の場合は、主な支援者の連絡先を記入してください。

    電話

昭和  年　 月　 日 年齢

住所

保護者名
主な支援者

続
柄

氏名 続柄 年齢 職業

記入日       年　 月　  日 事業所名 記入者名

住所
電話番号
FAX番号

Eメールアドレス

才

氏名 性別 女 所属
（職場・学校名等）

ふりがな 生年月日
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サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画案作成日 モニタリング期間（開始年月） 利用者同意署名欄

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

福祉サービス等

種類・内容・量（頻度・時間）

1

2

3

障害福祉サービス受給者証番号

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

優
先
順
位

解決すべき課題
（本人のニーズ）

支援目標
達成
時期

課題解決のための
本人の役割

評価
時期

その他留意事項

-
5
9
-



サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案【週間計画表】

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画開始年月

月 火 水 木 金 土 日・祝 主な日常生活上の活動

週単位以外のサービス

サービス提供
によって実現
する生活の
全体像

障害福祉サービス受給者証番号

12:00

10:00

16:00

6:00

8:00

20:00

22:00

0:00

2:00

4:00

18:00

14:00-
6
0
-



【身体・知的・児童】　アセスメント評価シート 様 実施日 担当者

項目 本人のニーズ 家族のニーズ
環境の能力（周囲の協
力、
使えるサービス等）

考えられる課題 優先順位

1 身体の麻痺等 0 1 2 3 4

2 身体の疾患等 0 1 2 3 4

3 視力 0 1 2 3 4

4 聴力 0 1 2 3 4

5 日常的医療行為の状態 0 1 2 3 4

1 病状の安定度 0 1 2 3 4

2 調子を崩す前兆やストレスの把握 0 1 2 3 4

3 睡眠時間 0 1 2 3 4

4 病状の管理とSOSの発信 0 1 2 3 4

1 移乗 0 1 2 3 4

2 移動 0 1 2 3 4

3 食事摂取 0 1 2 3 4

4 排泄 0 1 2 3 4

5 更衣・身だしなみ 0 1 2 3 4

6 洗面・衛生面 0 1 2 3 4

7 入浴 0 1 2 3 4

1 住居の問題 0 1 2 3 4

2 家族との関係 0 1 2 3 4

3 経済問題 0 1 2 3 4

1 生活のリズム 0 1 2 3 4

2 余暇の過ごし方 0 1 2 3 4

3 金銭管理 0 1 2 3 4

4 火元の管理 0 1 2 3 4

5 服薬の管理 0 1 2 3 4

6 貴重品の管理 0 1 2 3 4

1 掃除 0 1 2 3 4

2 洗濯 0 1 2 3 4

3 買い物 0 1 2 3 4

4 調理 0 1 2 3 4

5 食生活（バランス・回数） 0 1 2 3 4

６

生
活
の
状
態

５

生
活
管
理

４
基
本
の

生
活

３

動
作
等
の
状
態

２

精
神
の
状
態

どのような生活をしたいか

対応レベル

1

身
体
の
状
態

今の生活で困っていること

個人の能力（今、できること）

-
6
1
-



1 意思表示の手段 0 1 2 3 4

2 意思伝達の程度 0 1 2 3 4

3 友人との関係 0 1 2 3 4

4 初対面の人との関係 0 1 2 3 4

5 近隣の人との関係 0 1 2 3 4

6 スタッフとの関係 0 1 2 3 4

7 その場にあった会話やマナーが守れる 0 1 2 3 4

8 人の話を聞く事ができる 0 1 2 3 4

9 自分の意見を言うことができる 0 1 2 3 4

1 保育・幼児教育の場 0 1 2 3 4

2 教育の場 0 1 2 3 4

3 就労の場 0 1 2 3 4

4 日中の活動の場 0 1 2 3 4

5 将来の生活 0 1 2 3 4

1 交通機関の利用 0 1 2 3 4

2 公共機関の利用 0 1 2 3 4

3 電話の利用 0 1 2 3 4

4 当事者団体の活動 0 1 2 3 4

5 相談相手・相談機関の確保及び利用 0 1 2 3 4

【対応レベル】０；聴取せず、１；問題なし、２；問題はあるが今回は対応せず、要経過観察事項、３；対応するべき課題として設定する、４；緊急に対応するべき課題とする
東京都北区

9

社
会
資
源
の

活
用

８

活
動
の
状
況

７

人
と
の
関
わ
り

-
6
2
-



【知的・精神】アセスメント評価シート 様 実施日 担当者

項目 家族のニーズ 個人の能力（今、できること）
環境の能力（周囲の協
力、
使えるサービス等）

考えられる課題 優先順位

1 住居の問題 0 1 2 3 4

2 家族との関係 0 1 2 3 4

3 経済問題 0 1 2 3 4

4 日中の活動の場 0 1 2 3 4

5 将来の生活 0 1 2 3 4

1 生活のリズム 0 1 2 3 4

2 余暇の過ごし方 0 1 2 3 4

3 金銭管理 0 1 2 3 4

4 火元の管理 0 1 2 3 4

5 服薬の管理 0 1 2 3 4

6 貴重品の管理 0 1 2 3 4

1 病状の安定度 0 1 2 3 4

2 身体の疾患等 0 1 2 3 4

3 調子を崩す前兆やストレスの把握 0 1 2 3 4

4 睡眠時間 0 1 2 3 4

5 病状の管理とSOSの発信 0 1 2 3 4

1 掃除 0 1 2 3 4

2 洗濯 0 1 2 3 4

3 洗面・衛生面 0 1 2 3 4

4 更衣・身だしなみ 0 1 2 3 4

5 入浴 0 1 2 3 4

6 買い物 0 1 2 3 4

7 調理 0 1 2 3 4

8 食生活（バランス・回数） 0 1 2 3 4

1 友人との関係 0 1 2 3 4

2 初対面の人との関係 0 1 2 3 4

3 近隣の人との関係 0 1 2 3 4

4 スタッフとの関係 0 1 2 3 4

5 その場にあった会話やマナーが守れる 0 1 2 3 4

6 人の話を聞く事ができる 0 1 2 3 4

7 自分の意見を言うことができる 0 1 2 3 4

1 交通機関の利用 0 1 2 3 4

2 公共機関の利用 0 1 2 3 4

3 電話の利用 0 1 2 3 4

4 相談相手・相談機関の確保及び利用 0 1 2 3 4

【対応レベル】０；聴取せず、１；問題なし、２；問題はあるが今回は対応せず、要経過観察事項、３；対応するべき課題として設定する、４；緊急に対応するべき課題とする
東京都北区

どのような生活をしたいか

対応レベル

１
基
本
の
生
活

今の生活で困っていること

本人のニーズ

２

生
活
管
理

４

生
活
の
状
態

５

人
と
の
関
わ
り

６

社
会
資
源

の
活
用

３

心
身
の
状
態

-
6
3
-



サービス等利用計画・障害児支援利用計画

利用者氏名（児童氏名） 障害程度区分 相談支援事業者名

計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画案作成日 モニタリング期間（開始年月） 利用者同意署名欄

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

福祉サービス等

種類・内容・量（頻度・時間）

1

2

3

区分

優
先
順
位

解決すべき課題
（本人のニーズ）

支援目標
達成
時期

課題解決のための
本人の役割

評価
時期

その他留意事項

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

障害福祉サービス受給者証番号

（様式7－１）

-
6
4
-



サービス等利用計画・障害児支援利用計画【週間計画表】

利用者氏名（児童氏名） 障害程度区分 相談支援事業者名

計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画開始年月

月 火 水 木 金 土 日・祝 主な日常生活上の活動

週単位以外のサービス

サービス提供
によって実現
する生活の
全体像

区分

18:00

20:00

22:00

0:00

2:00

4:00

6:00

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

障害福祉サービス受給者証番号

（様式７－２）

-
6
5
-



モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助）

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

利用者負担上限額 計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画作成日 モニタリング実施日 利用者同意署名欄

総合的な援助の方針 全体の状況

計画変更の必要性

サービス
種類の変更

サービス
量の変更

週間計画の
変更

1 有・無 有・無 有・無

2 有・無 有・無 有・無

3 有・無 有・無 有・無

次回のモニタリング時期

支援目標の達成度
（ニーズの充足度）

今後の課題・
解決方法

優先
順位

支援目標
達成
時期

サービス提供状況
（事業者からの聞き取り）

本人の感想・
満足度

その他留意事項

障害福祉サービス受給者証番号

　　　　カ月後　　　　　　平成　　年　　月頃

-
6
6
-



継続サービス等利用計画・継続障害児支援利用計画【週間計画表】

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

利用者負担上限額 計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画開始年月

月 火 水 木 金 土 日・祝 主な日常生活上の活動

週単位以外のサービス

サービス提供
によって実現
する生活の全
体像

18:00

20:00

22:00

0:00

2:00

4:00

6:00

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

障害福祉サービス受給者証番号

-
6
7
-



東京都北区

サービス担当者に対する照会(依頼)内容 

 利用者名         殿             計画作成者(照会者)氏名            

サービス担当者会議に出席できない理由

照会(依頼)先 照会(依頼)年月日 照会(依頼)内容 回答者氏名 回答年月日 回答内容 

※サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合などに使用すること。 

-
6
8
-



利用者名 相談支援専門員氏名

開催年月日 年 月 日 開催時間 ～

開催場所

その他

検討した
項目

検討した
内容

検討した
結果

サービス担当者会議　記録（保存用）〔標準様式〕

区　分
（いずれかに○をつける）

１　サービス利用支援　　　　　　　　　２　継続サービス利用支援

会議出席者

所属（職種） 氏名 所属（職種） 氏名
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地域移行支援計画案

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

保護者氏名 本人との続柄 計画作成担当者

利用者負担上限額

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画案作成日 支給決定期間

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

地域移行のための具体的な支援方法

1

2

3

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

障害福祉サービス受給者証番号
利用者同意署名欄

その他留意事項

種類・内容・量（頻度・時間）
提供事業者等
(担当者名・電話)

優
先
順
位

解決すべき課題
（本人のニーズ）

支援目標
達成
時期

課題解決のための
本人の役割

評価
時期

-
7
0
-



地域移行支援計画

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

保護者氏名 本人との続柄 計画作成担当者

利用者負担上限額

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画案作成日 支給決定期間

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

地域移行のための具体的な支援方法

1

2

3

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

障害福祉サービス受給者証番号
利用者同意署名欄

その他留意事項

種類・内容・量（頻度・時間）
提供事業者等
(担当者名・電話)

優
先
順
位

解決すべき課題
（本人のニーズ）

支援目標
達成
時期

課題解決のための
本人の役割

評価
時期

-
7
1
-



地域移行支援報告書

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名
保護者氏名 本人との続柄

利用者負担上限額 計画作成担当者
地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画作成日 支給決定期間 利用者同意署名欄

総合的な援助の方針 全体の状況

1

2

3

（様式 － ）

障害福祉サービス受給者証番号

優先
順位

支援目標
達成
時期

サービス提供状況
（事業者からの聞き取り）

本人の感想・
満足度

支援目標の達成度
（ニーズの充足度）

今後の課題・
解決方法

その他留意事項

-
7
2
-



（様式２０）

平成　　年　　月分 地域移行支援提供実績記録票

備考

サービス提供の状況

利用者
確認印

支援実績

算定日数

退院・退所月加算

合計

退院・退所日

事業所番号

事業者及び
その事業所

支給決定障害者氏名
受給者証
番　　　号

日
付

曜
日

日
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本人の状況
（障害特性、
気になる点等）

不動産関係

権利擁護関係

関係機関

福祉サービ
ス
事業所

相談支援事業者名

医療機関

行政機関

経済状況

緊急対応時等に
留意する事項

備考名称 種別 担当者 連絡先

備考

地域定着支援台帳

台帳修正日 台帳修正担当者

生年月日 電話番号

FAX番号

メールアドレス

○本人の状況

－

連絡先

　男　・　女性別

氏名 住所

作成日 台帳作成担当者

障害支援区分

氏　　名

家族の状況

生活保護の受給（有・無） 障害年金（種類：　　        　　　）（　  　級）・無

年齢 職業

住　　所

続柄

障害または疾患名
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日付 支援（対応）内容 台帳修正の有無

○支援経過（対応経過）
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（様式２１）

平成　　年　　月分 地域定着支援提供実績記録票

サービス提供の状況

利用者
確認印

支援実績

備考

支給決定障害者氏名
事業所番号

事業者及び
その事業所

受給者証
番　　　号

日
付

曜
日
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北区長　　あて 申請事業所 名称

住所
収受印

電話

相談支援専門員

地域移行支援従事者

1．対象者

フリガナ

氏　名

住　所

２．提供を希望する資料
申請中
※3

申請 出力

　※１　該当するものに○をつけてください。資料提供に日数（１週間から１ヶ月程度）を要する場合がありますので、その点あら
　　　かじめご了承ください。特に医師意見書については、主治医への確認を経てからの提供となりますので、２週間以上の日数が
　　　かかります。
　※２　郵送を希望する場合は、返信用封筒及び必要額の切手を貼付してください。
　※３　障害支援区分認定申請中の場合は、○を記入してください。

３．本人の意向確認

障害支援区分認定資料等受取証 受取日 年 月 日

北区長　　あて
上記資料を受け取りしました。

受取者

事業所名

障害支援区分認定資料等交付証 交付日 年 月 日

事業所名 北区長　　花川　與惣太

　申請のありました、次の方の障害支援区分認定に関する資料等についてお渡しします。
　提供した資料は、（１ サービス等利用計画　２ 障害児支援利用計画　３ 地域移行支援計画　４ 個別支援計画）を作成する目的
以外には使用しないこと、またその内容が他人に漏れることがないように、取扱いには十分に注意してください。
  なお、提供する医師意見書は、障害認定審査会の審査判定の資料として収集したものであり、その内容には本人家族にも知らせて
いない内容も含まれます。利用に当たっては、主治医と十分に連絡をとり、その取扱いに注意の上、利用者、家族のニーズにあった
（１ サービス等利用計画　２ 障害児支援利用計画　３ 地域移行支援計画　４ 個別支援計画）を作成するよう努めてください。

１　社員証  ２　その他（　　　　　  　　　）

　私は、上記の「申請事業所」に（１ サービス等利用計画の作成　２ 障害児支援利用計画の作成　３ 障害福祉サービ
ス等の提供）を依頼いたします。
　つきましては、同事業所に障害支援区分認定に関する資料等の提供をお願いします。

　住所　　　　　　　　　  　　　　　　　　電話番号　   　 　　　　　　　氏名　　　　　　    　　　　　　印

　私は、次の方の（１ サービス等利用計画 ２ 障害児支援利用計画　３ 地域移行支援計画　４ 個別支援計画（※
１））を作成することになりました。
　つきましては、障害支援区分認定に関する資料等の提供をお願いします。なお、提供していただいた資料は、上記該当
の計画を作成する目的以外には使用いたしません。また、その内容を他人に漏らしません。

同　意

身分確認

処理審査
希望する提供
方法※1※2

１ 窓口交付

２ 郵送交付

３ 閲　　覧

／ ／ ／

本人
（申請書）

医師
（意見書）

障害支援区分認定資料等提供申請書

□ １　障害支援区分認定資料

　　□（１）一次判定等及び判定調査項目

    □（２）特記事項

    □（３）医師意見書

    □（４）概況調査及びサービスの利用状況

□ ２　支給決定に係る審査会資料

（太枠内を記入してください。）

身分確認

日

１　社員証  ２　その他（　　　　　  　　　）

生年
月日

申請日 年 月

提供を
希望
する資料
※1

※1　１ 明治　２ 大正　３ 昭和　４ 平成

　　　　年　　月　　日生

／

備考（提供できない理由等）提供できない資料
□ １　障害支援区分認定資料

  □（１）一次判定等及び判定調査項目

  □（２）特記事項

  □（３）医師意見書

  □（４）概況調査及びサービスの利用状況

□ ２　支給決定に係る審査会資料

提供する資料氏　　　名
□ １　障害支援区分認定資料

  □（１）一次判定等及び判定調査項目

  □（２）特記事項

  □（３）医師意見書

  □（４）概況調査及びサービスの利用状況

□ ２　支給決定に係る審査会資料

受領者
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北区長　　殿

所在地

名称

代表者 印

①　常勤かつ専任の相談支援専門員を配置している。

　　相談支援専門員の配置状況

　常勤専従 人 　常勤兼務 人

　常勤専従 人 　常勤兼務 人

　常勤専従 人 　常勤兼務 人

〇常勤専従者の兼務については、業務に支障のない範囲とする。

②　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を

　目的とした会議を定期的に開催している。

③　24時間常時連絡できる体制を整備している。

④－１　当該事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、

　　　主任相談支援専門員の同行による研修を実施している。

④－２　当該事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、

　　　現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施している。

⑤　基幹相談支援センター等からの支援困難ケースが紹介された場合に、当該

　ケースを受託する体制を整備している。

⑥　基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。

⑦ １人の相談支援専門員の取扱件数（前６月平均）が40件未満である。

※　特定事業所加算（Ⅰ）を届け出る場合は④－１に、その他場合は④－２に記載ください。
※　各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も
　提出してください。

事　業　所　番　号

平成 　　年 　　月 　　日

事業者
（設置者）

特定事業所加算に係る届出書（相談支援事業所）

事　  業 　 所　  名

有 ・ 無

申　  請　  種　  別 　（Ⅰ）　　　　（Ⅱ）　　　　（Ⅲ）　　　　（Ⅳ）

異　動　等　区　分 　　1　新規　　　2　変更　　　3　終了　　　

変更内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

有 ・ 無

相談支援専門員

上記のうち主任相談支援専門員

上記のうち現任研修修了者

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

未満・以上

有 ・ 無
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北区長　　殿

所在地

名称

代表者 印

※　各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も
　提出してください。

精神障害者支援体制加算

研修名：

修了者名：

研修修了している相談支援専門員を配置している旨の公表について

公表方法：

行動障害支援体制加算

研修名：

修了者名：

要医療者支援体制加算

研修名：

修了者名：

精神障害者支援体制加算

　　1　新規　　　2　変更　　　3　終了

変更内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

相談支援専門員の状況

加　算　種　別 研　修　内　容

要医療者支援体制加算

　　1　新規　　　2　変更　　　3　終了

変更内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成 　　年 　　月 　　日

事業者
（設置者）

各支援体制加算に係る届出書（相談支援事業所）

事　  業 　 所　  名

事　業　所　番　号

加　算　種　別 異　動　等　区　分

行動障害支援体制加算

　　1　新規　　　2　変更　　　3　終了

変更内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

-79-



平成　　　　年　　　　月サービス提供分

１　相談支援専門員（常勤・専従）の状況

　　①主任相談支援専門員の状況

　　②相談支援専門員（現任研修修了者）の状況

２　定期的な会議の開催

３　２４時間連絡体制の確保

４　研修の実施

※　「有」の場合には、研修の実施計画及び実施状況を示した書面を添付すること。

５　基幹相談支援センター等との連携について

※　「有」の場合には、研修の実施計画及び実施状況を示した書面を添付すること。

６　相談支援専門員一人当たりの取扱件数

１月当たりのサービス利用支援等の数（前６月平均） 件

１月当たりの相談支援専門員の人数（前６月平均） 人 件／人

※　サービス利用支援等とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援（障害児相談支援事業
の指定も受けている場合は障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助を含む）をさす。

　当該相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、
特定事業所加算（Ⅰ）の場合は主任相談支援専門員、その他の場合は現
任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施している。

有 　　　・　　　 無

（基幹相談支援センター等から支援が困難な利用者の紹介があった場
合）当該利用者に計画相談支援（障害児相談支援）の提供を開始した。

有　　　・　　　無

（開始件数　：　　　　　　　件）

（基幹相談支援センター等が開催する事例検討会等がある場合）
当該事例検討会等に参加した。

有 　　　・　　　 無

　参加年月日：
　主催団体名：

※　「有」の場合には、具体的な体制を示した書類の添付でも可とする。

開催日 ①　　　　　日 ②　　　　　日 ③　　　　　日 ④　　　　　日 ⑤　　　　　日

　２４時間常時連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の
相談に対応する体制を確保している。

有 　　　・　　　 無

具体的な方法

　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝
達等を目的とした会議を概ね週１回以上開催している。
　※「有」の場合には、開催記録を添付すること。

有 　　　・　　　 無

専従　　　　　　　人
非常勤

専従　　　　　人

兼務　　　　　　　人 兼務　　　　　人

※　相談支援専門員初任者研修の修了証を添付すること。

相談支援専門員氏名

相談支援専門員氏名

※　主任相談支援専門員研修、相談支援従事者現任研修の修了証を添付すること。

計画相談支援・障害児相談支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録
（保存用）〔標準様式〕

異動等区分 　 １　新規　　　　２　継続　　　　３　変更　　　　４　廃止

加算の区分 　　１　特定事業所加算(Ⅰ)　　２　特定事業所加算(Ⅱ)　　３　特定事業所加算(Ⅲ)　　４　特定事業所加算（Ⅳ）

相談支援
専門員数

人
内
訳

常勤
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利用者氏名 相談支援専門員氏名

提供先機関名

事項
病
歴
・
障
害
歴

年月

１　生活基盤に関する領域（経済状況、住環境等）

家
族
構
成
等

入院時情報提供書

□利用者本人の概要

生
活
歴

□現在の生活状況の概要（本人及び介護者の一日の流れ等）

２　健康・身体に関する領域（服薬状況、食事状況、健康管理状況）

□利用者の状況（支援の有無と具体的な支援方法について）

医療機関利用状況

年月 事項
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８　家族支援に関する領域

５　社会生活技能に関する領域（対人関係、屋外での移動、金銭管理、危機管理等）

６　社会参加に関する領域（趣味、社会的活動等）

７　教育・就労に関する領域（就学・就労の状況について）

４　コミュニケーションスキルに関する領域
（意思表示・意思伝達の手段と必要な支援、他者から意思伝達の理解等）

３　日常生活に関する領域（日常生活動作・手段的日常生活動作の状況）
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利用者氏名 相談支援専門員氏名

退院・退所加算　記録（保存用）〔標準様式〕

□病院・施設等との情報交換等の記録

年月日 年

機関名
（担当者）

場所

情報交換の結果からサービス等利用計画に反映されるべき事項

情
報
交
換
等
の
内
容

月 日 時間

年月日 年 月

情
報
交
換
等
の
内
容

機関名
（担当者）

年月日 年 月 日 時間 場所

時間 場所

機関名
（担当者）

情
報
交
換
等
の
内
容

日
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利用者氏名 相談支援専門員氏名

情
報
交
換
等
の
内
容

機関名
（担当者）

年月日 年 月 日 時間 場所

情
報
交
換
等
の
内
容

情
報
交
換
等
の
内
容

年月日 年 月 日 時間 場所

機関名
（担当者）

機関名
（担当者）

年月日 年 月 日 時間 場所

情
報
交
換
等
の
内
容

居宅介護支援事業所等連携　記録（保存用）〔標準様式〕

□居宅介護支援事業所等との連携についての記録

機関名
（担当者）

年月日 年 月 日 時間 場所
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利用者氏名 相談支援専門員氏名

情報交換の結果からサービス等利用計画に反映されるべき事項

情
報
交
換
等
の
内
容

機関名
（担当者）

年月日 年 月

情
報
交
換
等
の
内
容

機関名
（担当者）

年月日 年 月 日 場所時間

情
報
交
換
等
の
内
容

場所日 時間

医療・保育・教育機関等連携　記録（保存用）〔標準様式〕

機関名
（担当者）

年月日 年 月 日 時間 場所

□医療機関、保育園等、教育機関等との情報交換等の記録
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利用者名 相談支援専門員氏名

開催年月日 年 月 日 開催時間 ～

開催場所

区　分
（いずれかに○をつける）

１　サービス利用支援　　　　　　　　　２　継続サービス利用支援

サービス担当者会議　記録（保存用）〔標準様式〕

検討した
内容

検討した
結果

所属（職種） 氏名 氏名

会議出席者

所属（職種）

その他

検討した
項目
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利用者氏名 相談支援専門員氏名

実施年月日 年 月 日 実施時間 ～

実施場所（自宅・事業所名など）

サービス提供時モニタリング　記録（保存用）〔標準様式〕

その他
（利用者・サービス提
供事業者等との
やり取り等）

提供されていた支援

サービス提供時の
利用者の様子

確認事項
（モニタリング前に記入）
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平成 年 月サービス提供分

1　相談支援専門員の状況

（１）相談支援専門員（強度行動障害支援者養成研修（実践研修）等修了者）の状況

（２）相談支援専門員（医療的ケア児等コーディネーター養成研修等修了者）の状況

（３）相談支援専門員（精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等修了者）の状況

※精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等の修了証を添付すること。

２　上記相談支援専門員の配置している旨の公表状況

（１）行動障害支援体制加算

※　「有」の場合には、公表しているパンフレット等の添付でも可とする。

※　「有」の場合には、公表しているパンフレット等の添付でも可とする。

※　「有」の場合には、公表しているパンフレット等の添付でも可とする。

（３）精神障害者支援体制加算

医療的ケア児等コーディネーター養成研修等の修了者を配置している旨を公
表している。

有　　　・　　　無

具体的な方法

具体的な方法

研　修　名

修　了　者　名

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）等の修了者を配置している旨を
公表している。

有　　　・　　　無

具体的な方法

（２）要医療児者支援体制加算

医療的ケア児等コーディネーター養成研修等の修了者を配置している旨を公
表している。

有　　　・　　　無

※医療的ケア児等コーディネータ養成研修等の修了証を添付すること。

　3　精神障害者支援体制加算 1　新規　　　　　2　継続　　　　　3　終了

研　修　名

修　了　者　名

※強度行動障害支援者養成研修（実践研修）等の修了証を添付すること。

研　修　名

修　了　者　名

　2　要医療児者支援体制加算 1　新規　　　　　2　継続　　　　　3　終了

計画相談支援・障害児相談支援における各支援体制加算に係る基準の遵守状況に関する記録
（保存用）〔標準様式〕

加算種別 区分

　1  行動障害支援体制加算 1　新規　　　　　2　継続　　　　　3　終了
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No

＜行動障害支援体制加算＞
行動援護・重度訪問介護利用者等行動障害支援に関する専門性をようする利用者名簿

利用者氏名 契約年月日 契約終了年月日
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No

＜要医療児者支援体制加算＞
要医療的ケアに関する専門性を要する利用者名簿

利用者氏名 契約年月日 契約終了年月日
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No

＜精神障害者支援体制加算＞
地域移行支援・地域定着支援・自立生活援助等精神障害支援に関する専門性を要する利用者名簿

利用者氏名 契約年月日 契約終了年月日
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関係帳票類様式（記入例） 

【引用参考文献】 

①「サービス等利用計画作成サポートブック」平成２５年５月（改訂第２版） 

日本相談支援専門員協会 

②「居宅介護支援専門員業務の手引き」（改訂第３版） 

特定非営利活動法人東京都介護支援専門員研究協議会
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計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 

東京都北区長  様 

次のとおり申請します。 

申請年月日 平成  年  月  日 

申

請

者 

フリガナ  

生年月日 
明治

昭和

大正

平成  年  月  日 
氏  名 

居 住 地 

〒                 

電話番号 

フリガナ  
生年月日 昭和・平成   年  月  日

申 請 に 係 る

児 童 氏 名 続柄  

申請書提出者 □申請者本人  □申請者本人以外（下の欄に記入） 

 フリガナ  
申 請 者 

との関係 
氏  名                    

住  所 

〒 

電話番号 

（様式第１７号） 

申請書を区役所に提出された

方について記入して下さい。 

事業所職員が、提出者の場合、 

事業所名・担当者名・事業所

の所在地等を記入して下さ

い。 
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20
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21

1

3
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22
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23
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24
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25

1
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28
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29

(
)

1
1

24
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30
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31

20
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32
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33

24

-105-



34
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35

-107-



36

-108-



37

24
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40
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41
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43
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44
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45
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46
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47
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49
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50
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52
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53
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54
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55
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56
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58
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59
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61
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62
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63
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64
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65
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利用者名 相談支援専門員氏名

開催年月日 年 月 日 開催時間 ～

開催場所

その他

検討した
項目

検討した
内容

検討した
結果

サービス担当者会議　記録（保存用）〔標準様式〕

区　分
（いずれかに○をつける）

１　サービス利用支援　　　　　　　　　２　継続サービス利用支援

会議出席者

所属（職種） 氏名 所属（職種） 氏名

●開催の目的を簡潔に記載しましょう。

●検討した項目について、わかりやすく番号をつけて記載しましょう。

●欠席者に照会した内容も記載しましょう。

●照会内容及び回答について、他の書類で確認できる場合は、記載を省略する

ことが可能です。

●検討内容は、先の検討事項番号に対応して記載しましょう。

●それぞれの期間や事業者が、実施するサービス内容だけでなく、サービス

提供方法、留意点、頻度、時間数、担当者を検討しましょう。

●検討項目番号に対して結論を記載しましょう。

●「何時までに誰が〇〇をする」という具体的な書き方で結論を明記しましょう。

●決定事項については、利用者や参加者に配布して共通認識にしておきましょう。

●必要があるにもかかわらず、社会資源が地域に不足しているため未

充足となった場合や、必要と考えられるが本人の希望党により居宅

サービスを利用しなかった場合、次回の開催時期、開催方針等を記載
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利用者名 Ｋ　様 相談支援専門員氏名 ●●　●●

開催年月日 30 年 6 月 8 日 開催時間 ～

開催場所 自宅

その他

問題発生時にタイミング良く対応できるように、迷った時は速やかに情報共有する。

（次回の開催時期）
書下院お計画なので１か月後に実施状況の情報を持ち寄る。７月中旬、確定次第連絡す
る。

検討した
項目

①　初回ケアプラン原案の確定
②　各サービス担当者と利用者・家族の意向確認

検討した
内容

①　家事を手伝ってほしい…掃除場所に玄関を追加。ズボンのゴム通し等延長してほしい時
があるので利用可能な回数を教えてほしい。
②　自宅で安全に入浴したい…ヘルパーの介助のもと安全に入浴する。
③　転ばないで歩きたい…リハビリの内容としてスリリングセラピー、上肢の体操、渦流浴を
行う。
④　脳出血の再発を防ぎたい…当分は長男か次男が月１回の受信に同行する。３か月に１
回採血。
⑤　緊急時に迅速に対応できるようにしてほしい…□□市身体障害者緊急通報装置を申請
中。
⑥　その他・通所やリハビリ利用時外履きから内履きにかえるのが大変。

検討した
結果

①できるだけ自分でするようにして、できないことをヘルパーさんに手伝ってもらう。
②週２回は入浴する。
③上肢のタイオス、渦流浴を行い様子を見る。
④定期健診を継続し、健康管理に努める。
⑤緊急通報装置を貸与して安心して生活できるようにする。
⑥本人のストレスにならないように靴の履き替えは様子を見て手伝う。

介護支援専門員 ●●　●●

本人 Ｋ　さん 〇〇事業所 △△　△△△
長男 〇〇さん 〇〇ディケア □□　□□

サービス担当者会議　記録（保存用）〔標準様式〕

13:00 13:30

区　分
（いずれかに○をつける）

１　サービス利用支援　　　　　　　　　２　継続サービス利用支援

会議出席者

所属（職種） 氏名 所属（職種） 氏名

訪問マッサージ、シルバー人材センター

等のインフォーマルなサービスにも出席

確認をしましょう。
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刊行物登録番号

３０－３－０２１

相談支援事業の手引き 

平成３０年 7月改訂 

東京都北区 

健康福祉部 

障害福祉課 


